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シンボジウム 〃l‐卜・非常動の均等待遇をめざιη

<第 1部 鼎談> 浅倉むつ子 (研究者)

藤田 一枝 (国会議員)

中島 通子 (弁護士)

中島 進行役を務めさせていただきます中島

通子です。均等待遇アクシ ョン 2003の事務

局の一員で、呼びかけ人の一員でもあります。

4年間皆 さんといろいろなことをや らせてい

ただきま した。

まずお二人を御紹介 します。お隣の浅倉む

つ子 さんは労働法の研究者です。たくさんの

御著書を出 してお られます。単なる大学の中

での研究にとどまらず、私 どものような運動

にも積極的なご意見をくださつています。厚

生労働省の研究会のメンバーでもいらっしゃ

います。その隣は藤田一枝 さんです。去年の

11月 の衆議院選挙であのレイプ発言の太田

誠一氏を破って初当選 されま した。藤 田さん

は福岡で非常勤の方々と労働組合の活動を一

緒にしています。均等待遇アクションにもい

ろいろな形でご一緒 させていただいています。

いよいよ今年は民主党が国会でパー ト法の改

正などを法案 として提出して くださるとい う

ことで私 どもは期待 してお ります。そのよう

な話もしていただきたいと思つています。

つぎにお二人か ら自己紹介 を兼ねて今 日の

テーマであ ります 「パー ト・非常勤の均等待

遇をめざして」 とい うことに関 して最近経験

なさつたこと、やっていらつ しゃることにつ

いてお話をいただきたいと思います。

間格粧差冒」祟止の立法化を求める

CEDAW勧 告

浅倉 2000年にこの運動がスター トして最

後の締め括 りのシンポジウムとい うことで、

皆 さん と一緒にこの 4年間を振 り返ってみた

い と期待 もしてお ります。

私は女性差別撤廃条約に関わる国連のCE
DAWの 話を最初に したいと思います。昨年

は国連女性差別撤廃委員会 (以下、CEDA
W)力 日`本に対 して、間接性差別を日本でも

禁止するような立法が必要であるとい う最終

的なコメン トを出 しました。それが私にとっ

ては 2003年のもつとも重要なイベン ト、出

来事であったと思います。過去 3回、CED
AWが 日本に対 して審査をしま した。そのす

べてに私は傍聴にいつたわけです。

最初が 1988年、

2回 目が 1994年、

3回 目が 2003年で

した。 最初 の 1988

年 には女性 の傍聴者

はわずか 4人だけで

した。私もどのよう

に傍聴 してよいかも

わからずただ聞いて帰 りま した。嬉 しかった

のは、 日本に対 してこのようなコメン トが出

たことを、私が 「日本の報告は白書のようだ



った」 と書いたところ、大阪のWWNの 方々

が 1989年で したか、 日本の女性の実態をも

っと知って欲 しい とCEDAWに 直接 レポー

トを持つていつて、それが国連の人たちを動

か したとい うこともあつたと聞いています。

それは印象的な動きで した。

94年には多 くのNGOが 一緒に傍聴に行

きま した。そこではたくさんのカウンター レ

ポー トを出 しま した。 95年 には、民間企業

での昇格、賃金に対 して女性が直面 している

間接差別に対処するために政府が措置を取る

ようにとい う勧告が出されま した。間接差別

はその後も立法化 されることはなく、その間

に均等待遇 2000年 キャンペーン、アクシ ョ

ン 2003も 行なわれま した。

今度が三回 目のCEDAWの 審査だつたわ

けです。その時には 日本の多 くのNGOは 一

致団結 して JNNCと い うネ ッ トワークをつ

くり、NGOの 総意をまとめてカウンター レ

ポー トとしてcEDAWに 持 って行きました。

多 くの委員の気持ちも動か して、今回のよう

な間接性差別が 日本には欠けている、国内法

に差別の明確な定義が含まれていないことを

懸念する、間接・直接性差別 を含む定義が国

内法に取 り込まれるべきであるとい う立派な

勧告が出されたことは大変に喜ば しいことで

あったと思います し、 私たちはこれを一つ

の武器にして国内における間接性差別をなく

していく運動がもつともつとできていくので

はないかと思います。

現在その間接性差別については厚生労働省

に設けられている男女雇用機会政策研究会 と

い うところで間接性差別をは じめ、均等法の

改正を検討 してお ります。 この検討 もそろそ

ろ結論をみる段階に至ってお りまして、いま

までになく間接性差別に対す る関心が高まっ

てきています。 これがどうなるかが私の現在

の関心事です。

均等待遇をめざす聞いは

融自身の原点

藤田 今 日のこの集ま りには、先輩の議員も

参力日をなさつています。そのなかで私がこの

演壇に出させていただいたのは新人の顔見せ

デビュー、がんばりなさいということだと思

い、出てまいりました。私は昨年の衆議院選

挙で福岡三区の議席をいただきました。挑戦

相手はレイプ容認発言をした太田誠一さんで

した。太田さんは民法改正反対の急先鋒でご

ざいます。厳 しい選挙戦でしたけれども全国

の女性の皆さん、男性の皆さんの怒 りをいた

だきながら戦わせていただき、因縁の三度目

の挑戦で今回やつと議席をいただいたところ

でございます。

最初に、この間の私の活動を紹介させてい

ただきます。私は国政に挑戦する前は福岡で

県会議員を87年から三期務めさせていただ

きま した。数少ない女

性議員の走 りみたいな

形でいろいろな活動に

取 り組んできました。

今 日の集会の第二部に

WWV(ワ ーキングウ

ィメンズボイス福岡 )

の活動報告があります

が、そのメンバーの一人です。 85年に均等

法ができたものの、男女平等を求めて活動 し

てきた思いがなかなか通らず、なんとなく少

し引いてしまった 10年の間に女性の働き方

は分断されてしまいました。それでもつとが

んばらなければいけないと、「変えよう均等

法イン福岡」をつくり、95年の改正に向け

て活動をしました。その会を発展させたのが

「ワーキングウィメンズボイス」ということ

になります。

県会議員になる前は、自治体の外郭団体の

公社で自ら労働組合をつくりまして、委員長

を 10年間努めてお りました。この職場は私

にとつては結婚、出産を経て再就職で入つた



職場でした。賃金は 日給月給制で労働条件 も

非常に悪い し、学校給食の職場ですか ら、給

食のない春休み、夏休み、冬休みは仕事がな

いかわ りに基本給の 6割 しか支給 されないん

です。同じ学校給食の職場でも福岡市の場合

は小学校は市の直営で、中学校は公社 とい う

形です。同 じ仕事なのに、市の職員 と賃金、

労働条件の格差が歴然 としていて、身分は公

務員ではないのにすべてが市に規定 されて、

人事院勧告 も適用 されてしま う。実質的な使

用者は市当局で、公社にはまった く当事者能

力がないとい う職場でした。

労働組合を作って団交をや りま したが、市

が 「うん」 と言わなければ前に進まない。ス

トライキも何回も経験 し、逆に当局のロック

ア ウ トも経験 しま した。地労委、裁判闘争を

しながら最終的には和解だったんですけれ ど

市当局の使用者責任を勝ち取つてきま した。

こうい う活動をやつてまい りま した。

私 自身にとりま しては労働の均等待遇の問

題は基本的人権の問題だと思ってお ります。

均等待遇をめざす闘いは私 自身の原点でもあ

ると思つています。ステージは国会に移 りま

したが自らの課題 として取 り組んでいきたい

とい うことで、今通常国会から厚生労働委員

会に所属をさせていただいて、第一に私 自身

が取 り組む課題 としてがんばっていきたい と

思つているところです。

住反電工の和解勧告に感動

中島 それではいまの話を引き続 き具体的に

話 していきたい と思います。

昨年 12月 24日 に住友電工の高裁での和

解が行なわれま した。今 日の資料に和解勧告

の全文が出ています。裁判長の和解勧告をみ

てなかなか良い と感動 しま した。「国際社会

では国際連合 を中心に」とい うところか ら始

ま ります。 日本の裁判は、 日本が批准 した条

約ではこうなつている、勧告がこれだけ出さ

れているといくら主張 しても、これまではな

かなか裁判所が判決の中でそれを取 り上げる

ことをしなかったわけです。 ここで初めて女

性差別撤廃条約以下さまざまな条約、法律が

書かれています。「女性差別撤廃条約はすべ

ての女性に適用 されるべきである」と明確に

うたわれている。 これが大変に重要だと思 う

んです。被告は会社 と国の両方です。それが

その内容で和解 に応 じたと書いてあります。

住友電工、その他のコース別雇用について

は女性差別撤廃条約を批准、発効する前の事

件なんだから条約が批

准 されても関係ない、

適用 されないとい うこ

とに対 して、そんなこ

とはない、「すべての

女性がその成果を享受

する権利 を有するもの

であって」とい うのがあります。直接差別だ

けではなくて、間接差別についても十分な配

慮が求められていると書かれています。これ

は裁判所の公式文書ですから判決に準ずるも

のと考えても良いかと思うんです。少し歴史

は動いてきたかという感 じがするんです。

そこで浅倉さんにもう少しご説明いただき

たいんです。間接差別禁止がなぜ必要なのか

ということと、いま行なわれている厚生労働

省の研究会ではこの間接差別について、どの

ような議論が行なわれて、どういう見通 しを

持つことができるだろうかとい うことについ

てお話いただけますか。

なぜ間格差日」祟止が必要なのが

浅倉 この住友電工の大阪高裁の和解につい

ては私も中島さんと同じ印象を持ちました。

男女差別の根絶をめざす運動の中で国連を初

めとする改革が一歩一歩前進 してきたもので

あって、「すべての女性がその成果を享受す

る権利を有するという」とい うこの下りを読

むと胸が熱くなるような感慨にとらわれまし

た。これは判決ではありませんが大阪高裁の



裁判官が法曹 として自らの法解釈まではいか

ないけれ ど、法の運用をこのようにしたい と

い う思いの一つの表れであつたのかと思いま

した。私もこれを積極的に受けとめたい と考

えま した。

中島さんか らの質問です。なぜ間接差別に

私たちはこだわっているのかです。均等待遇

2003も 間接差別を禁上 しよう、立法化 しよ う。

それでパー トタイマー とフルタイマーの差別

をなくしていこうとい うスローガンの一つに

間接性差別禁止、撤廃 とい うことを盛 り込ん

できたわけです。なぜそれが大事なんだろ う

かとい うことを改めて考えるにあたつて、昨

2003年 に ILOが 出 しま した均等待遇に対

する 「グローバル リポー ト」 とい うものを思

いだ します。 ILOは 88年に 「労働に関す

る基本的条約」とい うのを改めて定めま して、

その中に 「平等」 とか 「均等」それに関す る

100号 条約、 111号 条約、その二つが基

本的条約の一つであると宣言 しました。そ し

て 「グローバル リポー ト」の中でこうい うこ

とを言つています。

「国際的な差別の撤廃の歴史を見ると露骨な

差別は弱体化 してきた。 しか し労働市場の構

造 とか動態の変化によって新たな差別が出現

している。差別の撤廃はなぜ大事なのか と言

います と、労働における差別は人々から言葉

を奪 う、完全な参加を奪い、それによって一

般の民主主義、正義を衰えさせる。 しか し、

職場でこそ差別撤廃は効果的に行な うことが

できるのである」。

差別の撤廃は政府の責任だけでなくあらゆ

る人々の責任である。同時に労働における平

等の達成 とい うのは、企業にとつても使用者

にとっても労働者にとつてもすべてに利益を

もた らすのであるか ら、すべての者は平等達

成の役割を担 うのである。「グローバル リポ

ー ト」には胸に落ちるようなことがたくさん

書いてありま して、とても印象的な文章です。

その中で間接差別にも触れ られてお ります。

グローバんりr■i― 卜が指摘する

差B」と不平等の危険なサイクん

ILOは この「グローバルリポー ト」の中

で差別 と不平等の危険なサイクルということ

を指摘 しています。サイクルがあつて差別と

不平等がサイクルの中で醸成されて強化され

ていってしまうとい うことを言つています。

どうい うサイクルかというと、差別があると

そこから社会的、経済的不平等が生み出され

る。その社会的、経済的不平等がまた人々の

態度 とか市1度 とかそ ういうものに影響を及ぼ

して、それがまた差別を生み出していく。そ

の危険なサイクルがあってそれでどんどん不

平等が再生産されていっている。そこを断ち

切 らなければいけない とい うことを ILOは

言つてお ります。間接差別を禁止す るとい う

ことは、そのサイクルに気づくことなんだと

い うことなんです。

間接性差別は女性 に対する明確な性差別で

はなくて、一定の制度 とカメ慣行 とかがあつて

女性の不利益に影響するとい うことなんです。

間接性差別の禁止 とい うのは、職場に当然の

ように広がっている制度 とかルール と力V慣行

を見直 して、その中に男性 と女性に対する片

寄 りがないのかを見直すことになるわけです。

もし片寄 りがあった とすればより片寄 りのな

い制度、片寄 りのなしν慣行、それを使って代

替手段 を生み出してい く。そのことが社会に

おける平等を普遍化す ることであ り、悪意 と

不平等の環を断ち切 ることだと言つています。

間接差別は私たちの意識改革につながると

言 うので しょうか、より差別的でないものと

はどうい う制度なのか、より差別的でなしν貫

行 とい うのはどうやったら造 り出せ るのかで

す。一人ひとりが現在ある社会の構造 とか制

度を見直すことにつながるのであって、けっ

してすべて間接性差別禁止規定ができればす

べてが世の中が変わるものではあ りません。

いままで見過ごしてきた制度や慣行に気づく、



その悪意の環を断ち切 るそ うい う力を私たち

に与えて くれるものではないかと思いま して、

間接差別 とい うのはそ うい う意味で世の中を

変えてい く一つの道具の位置づけができると

思います。

間格差日」規制について論議中

もう一つ、中島さんがおっしゃって くださ

った、厚生労働省の委員会の経過ですが、何

回かは間接性差別について議論は しま した。

今 日の資料の最後の方に入つてお ります。 こ

れが 「諸外国における間接差別の概要」 とい

う研究会の中で配 られた資料です。まだ未定

稿で、ここからどんどん修正をしていかなけ

ればならないものです。 これを読む とアメリ

カにしてもEUに してもイギリス、 ドイツも

すべて法規制が一番上に書かれています。 こ

うい うことを活用 して他の国では、私の言葉

で言えば、差別 と不平等のサイクルを断ち切

る法的な試みがされていると思います。結論

がどうなるかは確定的なことは言えませんが、

研究会の中で積極的な議論が行なわれている。

他の先進国の試みを否定 した りする人はいま

せん。少なくとも委員の人は 「日本ではどう

したら間接性差別 とい うのを規市1していける

のか」 とい うことを真摯に議論 してみ ようと

い う気持ちで議論を重ねていると私は信 じて

お ります。そ うい う御報告はできるか と思い

ます。

中島 研究会の委員の方々は、間接差別を規

制すること、なんらかの形で立法化す ること

に反対の方はいらつしゃらないと。

浅倉 これまでの経緯では、私はそ うい う印

象を持つています。

中島 心強い、期待の持てる対応だ と思いま

すので、積極的な結論を出 していただ くこと

を期待 したいと思います。

それでは藤 田さん、民主党ではパー ト法改

正についてご検討なさつているとうかがつて

お りますが、その中身 と今 どうい う段階にあ

るのか、公務職場の臨時・非常勤の問題につ

いてのご検討ももし行なわれているのであれ

ば角虫れていただければありがたいと思います。

つ国会にバート法改正案提出へ

藤田 民主党としてのパー ト労働に対する均

等待遇の法案の取 り扱いは、昨年の通常国会

で提出をめざしたいとお話をしていた経過が

あつたと聞いてお ります。それができなかつ

たということで、いろいろな方面からご批半J

をいただき、そのことを重く受けとめて今通

常国会でなんとしても法案提出にもつていこ

うということで作業している段階です。

法案の骨子については今日の資料に昨年の

3月 段階でのパー ト議連の試案が載っていま

す。このパー ト議連の議論の経過を踏まえて、

昨年段階で民主党と当時の自由党と社民党、

三党の合意で骨子そのものは固まってきてい

まして、現在は法案作成に向けて法制局の方

にも投げかけながら、差別的取 り扱いの基準

についての指針の詰めの作業に入るというの

がいまの段階でございます。

法案の骨子を少 しご紹介しておきたいと思

います。名称はまだ仮称ですが、「短時間労働

者の均等待遇および適正な就業条件の確保に

関する法律案」となっております。14項 目か

らなつてお ります。主な内容は、均等待遇原

則、これは通常の労働者と差別的取り扱いを

してはならないということでございます。擬

似パー トを通常の労働者と同等の取り扱い、

あるいは優先雇用、転換制度、苦情処理規定、

そして社会保険の適用拡大とい うことになっ

てお ります。社会保険の適用拡大については

今度の年金案では除外されています。この社

会保険の適用拡大まで含めて 14項 目の骨子

案というものが固まっているところです。

今国会は年金国会と言われてお りまして、

かなりこの年金の審議で時間をとられると思

いますが、なんとか通常国会の最終盤のとこ

ろで法案提出に持っていきたいと作業をして



います。

一番問題なのは差別的取り扱いの基準にな

る指針づくり、これは骨子の中では 「厚生労

働大臣が基準を定める」となっています。こ

こをどうしていくのか、かなり具体的な詰め

をやっていかなければならないだろうと思っ

ています。参議院の大脇雅子議員、民主党の

中では水島広子議員、私も入らせていただい

て、複数のメンバーで詰めの作業をやること

になっています。

この法案の実効性をどう確保 していくかと

いう問題がもう一つあると思つています。

公務職場の臨時 。lF常勤問題も検討を

公務職場の臨時職員、非常勤、嘱託への適

用拡大問題をどうしていくのかとい う問題で

す。この骨子では適用除外になっているんで

す。船員、国家公務員、地方公務員について

は適用を除外するとなっています。別途そこ

をつめていくとい う次のステップとしての作

業が残っています。

同時に、浅倉先生のお話で、研究会で間接

差別についてかなり積極的に議論が重ねられ

ているというお話がありました。この間接差

別の問題、同一価値労働同一賃金とい う問題

について、立法府 としての国会の中でどう議

論をつめていくのかが必要だと思います し、

関連 して IL0175号 条約、 111号 条約

の批准をどのように実現ざせていくのかとい

うのも今後の課題として残つていて、これか

ら鋭意努力をしながら一生懸命作業を進めて

いきたいと思つているところです。

中島 今度の国会で民主党を中心とする会派

から法案が提出されるということでほぼ確実

と言つてよろしいですね。

藤田 現段階では確認 してきているところで

す。国会の中で大きな変化がなければできる

と思います。

均等法改正はいよいよ本番に

中島 大変に期待をしたいと思います。さま

ざまな形で私 どもも応援 していきたい と思い

ます。それを成立させ るためにも運動がもつ

ともつと広がってい く必要があるとい うこと

だ と思います。 さきほどのオ リジナル顔|で非

常に良く表現 していただいています。非正規

と正規、主婦 と働 く女性たちが喧嘩するよう

な状態になつて孤立 させ られている。そ して

男性が大きな対立点になつているわけです。

利害は本当は一致 しているはずなんです。劇

のようにみんなで協力 して世の中を変えてい

くような取 り組みを していけるかですね。

この運動はアクシ ョン 2003と していま し

たので、一応の区切 りはつけるんですが、来

年、再来年がいよいよ本番になるわけです。

均等法を改正することはほぼ確実視 されてい

ます。この均等法改正の中にどうやつて間接

差別禁止 とい う条文を入れることができるか。

具体的で差 し迫つた問題、しかも可能性があ

る課題だ と思 うんです。パー ト法改正に関 し

ては、均等待遇を実現するパー ト法改正 もい

よいよ国会の議論の対象になるのが現実的に

なつているとい うことです。私たちはいよい

よ本番の運動を広めていかなければいけない

と思 うんです。今後 どんなことが必要か、わ

れわれ運動 している者、あるいは労働組合に

対 して何が必要か、いまお考えになっている

ことをお願い します。

ジエングー法学会の立ち上げて

ジエングーの主流化を

浅倉 いろいろな課題があると思 うんです。

私は私ができることをやつていこうと思つて

います。ついつい否定的な見方ばかりをする

と元気がなくなるんです。2003年のCEDA
Wの傍聴に行かれた JNNCの 活動では、若

い人たちのすばらしい力が印象的でした。そ

ういうのを見ていると期待の持てることもた

くさんあると思うんです。

昨年 11月 にはジェンダー法学会が立ち上

がりました。これは大変に大きなことで、い



ままで法曹、裁判官 とか、国会議員もそ うで

すね。その中でのジェンダーバイアスがはな

はだ しいと批半Jさ れてきたわけです。 CED
AWの 中でも国会議員、法律家に対 して間接

性差別についての教育、啓発活動をせよとい

う勧告もあ りま した。そ うい うことに応える

ことになると思 うんです。

この 4月 には全国で法科大学院が立ち上が

ります。その中でジェンダー法 とい うものも

教えることが重要になつてくるわけです。ジ

ェンダー法学会ができて、よ うや く法律の中

でもジェンダーの問題が大事だ と、これが研

究テーマになる。法律学の中でのジェンダー

の主流化だと思 うんです。 これが確認 されて

学会になった。極めて大きな出来事だと思い

ます。裁判を外か ら支える側、私たちは学説

をつ くる側なんです。そ うい う人たちもぜひ

一緒になって、法を支える人々にジェンダー

バイアスをなくしていく運動、活動がジェン

ダー法学会を基盤にしてできていくだろうと

期待 してお ります。

運動と連構して国会の中で議論を

藤田 私はまだ国会の場に出て 3か月です。

運動 と立法の活動の区別がつきにくい部分が

あるんですが、たった 3か月の経験から言つ

ても、やは り運動 と連携 していかなければダ

メだ とい うことを痛切に感 じているんです。

この間の均等待遇のキャンペーンとい うのは

す ごい力を発揮 してきたと思います し、均等

待遇 とい う言葉がそれまでは一般化 しなかっ

た。連合のみな さんもそ うですが、どこでも

それが問題になるようになつてきたところに

来ている。運動の力は本当に大きなものがあ

ると思つています。国会の中でも私は労働の

部会の中の議論に入つているんです。まだま

だその法制度の中で、いま浅倉先生がおっし

ゃつたジェンダーの主流化を位置づけていく

には相当な力を出さなければダメなんだろ う

とい う印象があ ります。国会の中の女性の議

員の数も少ないですし、これは女性の議員だ

からやるということでもないわけです。 しっ

かりと運動と連携をして、流れ、大きなうね

りをつくっていく。国際基準に照らしてどう

なのか。 ILOの 勧告とか、CEDAWの 勧

告で出ているのに日本の法制度はどうなつて

いるのかということを、国会の中で議論 して

いかないといけないと思つています。地域の

大きな運動と、学者のみなさんとも連携の中

でさらに進めていかなけばいけないと思って

います。車の両輪、車が三つくらい必要なの

かもしれません。その一つとして国会でがん

ばつていかないといけないと思つていますの

で、これからもバックアップして、尻を叩い

ていただきたいと思います。

中島 均等待遇アクションの最初のメンバー

は 1999年にヨーロッパに調査旅行をしてき

まして、 日本でも均等待遇を実現しなければ

ということで始まったのがこのグループです。

もつと多くの人に広く呼びかけたわけです。

この4年間にできたことは、日本の立法とし

て結実したものがないわけですが、さきほど

からおっしゃっていただいたように言葉とし

て、あるいは原則としてそ ういうものが必要

だということはかなり定着 してきたと思いま

す。それを本当に実現するためにこれから何

が必要か、いよいよ 2004年 が始まるわけで

す。それを実現するためにみんなで話 し合っ

てこれからの方針を検討 していきたいと思い

ます。それでは藤田さん、浅倉さんありがと

うございました。これからもよろしくお願い
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(事務局 )

各地で芽生 えた新 しい運動

酒井 均等待遇アクションの 4年間の活動は

各地に様々なネットワークができ、あるいは

新たな友人たちがたくさんできたのではない

かと思います。今 日はここに、福岡、大阪、

名古屋、東京の4人の方に集まっていただき

ました。この 4人が知 り合い、信頼関係を深

めていったのも均等待遇アクションの活動を

通 じてです。一緒に ILOま で行った仲間も

いますし、いろんな活動を通 じながらその経

験の共有化をしてきた友人たちです。各地で

どういう経験をやって、どんな新しい運動が

芽生えていったのかということをお話してい

ただいて、それから今後の活動にふれていき

ます。最初に福岡の佐崎さんからお話をして

いただきます。

変えよう均等法がらスクートした福岡

佐崎 福岡のワーキングウィメンズボイスの

メンバーで、 7名 でやつている事務局の一員

です。二一世紀職業財団が勤務先です。二一

世紀職業財団ではパー トとしてすら認めるか

どうかというひどい状況で、私はパー トタイ

ム労働者の相談に応 じています。 2年半くら

い前の 10月 に作った労働組合の組合員でも

あります。今 日は組合のメンバーの 1人 も参

加 しています。福岡の活動は、“変えよう均等

法イン福岡"と い うことでスター トしま した。

会員は 80名 ほどで、とても少ない中でやつ

ています。劇をやつた りいろんなことをや り

ました。 レジュメを作るにあたつて振 り返っ

たら、がんばっていま した。働 く女性の連続

講座 も 5回ほどや りま した。大阪の伊 田広行

さんな ども呼んでいろんな講座をやつた り、

派遣についての女性劇 をやつた り、調査なん

かもや つています。

これまでに福岡の均等待遇アクションとし

てやつた活動は、振 り返ると全国の運動に押

され るような形で活動 してきたのではないか

と思っています。今回も東京で活動報告をし

なければいけない とい うことになって 「来年

のことも考えないといけないよね」 とい うよ

うな感 じでのんび りとやっています。

昨年の主な活動は、福岡市が政令市 として

最後に男女共同参画基本条例を作るとい うこ

とで、労働の分野に私たちの意見を反映 させ

ようとい うことで した。各地の条例を読み、

労働の分野がどのよ うに書かれているのか、

苦情処理制度がどうなっているのかとい うこ

とを一人ひとりが分担 し、百何十の例を勉強

して、福岡市の条例に働きかけま した。

ショップ 。シリングさんの講演会 も林弘子

さん との連携でやってきました。

これ を機に反省を した点は、事務局中心の

活動になっていて外に広がった活動ができな

かったのではないか ということです。福岡に

10



は二一世紀職業財団とい う女性だけの労働組

合、それからアミカスの女性協会ユニオンな

どあるのですが、そうい うところと連携 した

活動をあまり取り組めていないということで

す。私たちは均等待遇、パー トの問題だけで

なくいろんな問題をやっています。その年ご

との具体的目標を持ちえていなかつたので、

やつているのに力になつているのかとい うこ

とを、今回みんなで感 じたところです。

酒井 福岡からはたくさんの写真を持ってき

ていただきました。写真を見ると活発に活動

されていることがよくわかります。次は大阪

です。大阪では昨年の末に住友電工の和解が

あったり、今年に入つて働く女性の人権セン

ターを作ったり、各地域の中でも今一番のっ

ている、急上昇気分のところだと思います。

上田さんよろしくお願いします。

バート労働者の組台作り、均等待遇喜求

がらはじまつた大阪

上田 アクション 2003大阪実行委員会の事

務局長をや らせていただき、今回、仲間と作

りました 「働く女性の人権センター」の事務

局長 もさせていただいています。私たちが

2003の 取 り組みの一翼を担わせていただい

たのは、 80年代から90年代にかけて地域

でやつてきたパー トタイム労働者に人間らし

い働き方をというような取 り組みや、コミュ

ニティユニオンや職場の仲間、パー トタイム

労働者の仲間づくり、組織づくり、その中で

均等待遇の要求を出して一つひとつ改善をし

ていった、そ ういう積み重ねの上に 2000年以

降の取 り組みがあつたのではないかと考えて

います。

私自分自身が関わつた取 り組みとしては、

79年に森田電工でパー トタイム労働者と臨

時労働者だけの労働組合を約 80名 で結成を

して職場の均等待遇に向けた改善をしてきま

した。コミュニティユニオンとしては森田の

パー トの活動を折につけ共に闘つていただき、

同時にパー ト110番 などをや りながら非正規

労働者の組織化をやつてきました。関西には

11のユニオンがあります。その中に非正規

労働者、パー トタイム労働者がいて、その女

性たちの声をどう運動の中に反映させていく

のかということでいろんな取り組みをやつて

きました。

とくにコミュニティユニオンとして女性た

ちがなんらかの形で、当事者が当事者の力で

当事者のための運動をしていかなければいけ

ないと活動し始めたのが 1993年 です。放って

おいたら自民党が勝手にパー ト労働法の政府

案をつくつてしまう、それに対 して私たちが

廃案に導く力が国会議員の数としてないのな

ら均等待遇をどのように盛 り込むのかという

ことで国会周辺に対する様々な要請行動とか、

街頭宣伝、傍聴行動も含めて取り組んだ経過

があります。

均等待遇は盛 り込まれなかったけれど、 3

年後にパー ト労働法の見直しをするという一

項が入 りましたので、次にはそれに夢をかけ

て、コミュニティユニオン全国ネットワーク

にも呼びかけなが ら取

り組んできま した。 と

くに 95年の阪神大震

災のとき、被災を受け

た神戸の 2つのユニオ

ンにどう連帯するのか

とい うことで、全国の

仲間に呼びかけて労働

相談をしたところ 2000件 の相談がありまし

た。その 70%がパー トタイム労働者で、そ

の人たちが優先的、先行的に解雇されていま

した。雇用保険す らもないというパー トの実

態を見ました。その中で立ち上がったパー ト

の人たちを囲みながら、私たちがどのような

未来をつくっていけばいいのかということで、

当時私たちがユニオンの内外でつくつていた

パー トタイム労働研究会を関東、関西合同で

やる中で、中野麻美弁護士や大阪の大野まち



子弁護士 と一緒に IL0175号 条約の批准

を運動 として取 り組むことで、パー ト法に均

等待遇 を盛 り込もうとしま した。

その中で出会った連合の皆 さんや女性弁護

士の皆 さん、新たにWWNの 皆 さんも含めて、

東京 の方か らつ くっていただいた均等待遇

2000年キャンペーンを一緒に取 り組むこと

ができました。

酒井 もつと時間があれば 80年代か らの女

性たちのいろいろな動きがあつて、今 ここに

均等待遇アクション 2003が あるとい う歴史

の流れがわかると思 うのですが、それは次に

譲 ることにしまして、東京や大阪の運動の間

に挟まれて忘れ られて しま うみたいなところ

もある名古屋の報告に移 ります。名古屋でも

粘 り強 く、新 しい女性たちとのつなが りがで

きてきたとい う良い報告をいただけると思い

ます。坂 さんよろしくお願い します。

バート労働者として関わり

みんなのパワーが出てきた東海

坂 均等待遇アクション 2003東海実行委員

会 とい う形で、委員長や事務局は設 けないで、

全員が実行委員 とい うことで 5名 が関わつて

きま した。メンバーは裁半Jをやつている人、

大学の教員、村会議員、東海 ラジオに勤めて

いる方 と私です。

私は当事者 として取 り組んできま した。名

古屋銀行で 10時から5時までのパー トとし

て働いています。時給は 870円 、賞与は寸

志で 18000円 です。 これを 25年間ずつ

とやってきました。

1994年 に ILOに 酒井 さんたち と行つた

のがきっかけで、何 とか運動 したい と思つた

んです。たまたま均等待遇アクシ ョンとい う

運動をやるとい うことを聞き、 ILOの 方を

招いた時に東海 も積み残 しをしないでほしい

とい うことでシンポジュームを 150名 で開

きま した。あとは学習会を中心にやつてきま

したが、東海地方の運動はなかなか盛 り上が

つていかないというところかなと思います。

居城舜子さん、中島さんを呼んで学習会をし

たり、竹信三恵子さんを呼んでワークシェア

リングの勉強をしたり、同一価値労働同一賃

金の職務評価の仕方をみんながやれるように

などやってきました。学習会も参加人数は少

なかったのですが、今は定着してきました。

先 日野崎光枝さんを招いて学習会をやつたと

きは、深い議論ができました。

均等待遇をやってきた中で実行委員会のメ

ンバーが変わってきたというのが一番の収穫

だと思つています。私は東京でも大阪でも出

かけますが、他のメンバーはなかなか愛知県

から出なかったんです。でも、この間大阪の

住友の集会には自らすすんで行く人がでてき

たし、女性労働問題研究会に参加 した人もい

ます。メンバーみんなにパワーが出てきまし

た。今度、 3月 14日 に岡谷の裁判の判決が

出ます。住友の裁判と同様に関心を持つてい

ただいて傍聴に来ていただきたいと思います。

こういう女性差別の裁判も、もつと私たちが

主体的になって関わればよかつたという自覚

も生まれてきています。

酒井 最後になりますが、東京の活動という

のは国会のロビー活動や審議会の傍聴 とか法

改正に関わることがいろいろあります。東京

の 「地域の活動とは何だろう」と考えること

もあります。なかなか東京の活動と全国の活

動みたいに分けられないので、自分の気持ち

にそつた訴えを伊藤さんからお願いします。

審議会ウォッチングでわがつた

当事者の意見を反映しない審議会

伊藤 女性ユニオン東京の伊藤です。女性ユ

ニオンは95年につくられて今年で 9年 目を

迎えました。私は均等待遇 2000年キャンペー

ンの時から事務局の一員として 2003ま で一

緒に活動 してきました。東京の活動は、資料

の 「私たちの歩み」というところに書かれて

いる活動のすべてをやつてきたわけです。東

つ
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京で しかできなかったことに しばつて報告 し

たいと思います。

厚生労働省の審議会・雇用均等分科会の傍

聴 には計 15回 くらい行きま した。毎回、均

等待遇アクシ ョン 2003の仲間が交代で行き

ま した。この審議会は、公益側に立つ大学の

教授 とか、日本経団連を中心 とした使用者側、

そ して労働者代表の政労使三者構成です。

傍聴に参加 して感 じ

たことは、 日本経団連

を中心 とした経営側の

抵抗が本当に強かった

ことです。パー トを均

等待遇にした らアメリ

カ、中国に負けて しま

うとか、雇用が厳 しい

情勢で均等待遇なんてとんでもないという強

硬意見が相次いで出されました。以前、パー

ト法を改正 しようと議論されていた当時より

も、もつと質の悪い経営側委員が多くなつて

いることを本当に感 じました。

騒いではいけないという傍聴者の心得が配

られるのですが、ヤジを飛ばしたくなるよう

な、怒 りをぶつけたくなるような、毎回我慢

して聞いていなければならないというのが苦

痛になるような審議会でした。

結果として出された指針は皆さんもご存知

のように、わずか4%と も言われる、正社員

並みに働ける、残業もいとわず、転勤もいと

わずというパー トだけを均衡処遇するとい う

ものでした。

私は均等待遇 2000年キャンペーン、そして

アクション 2003の行動によつて 「均等待遇」

という言葉が労働団体をこえて定着し、公益

委員からも均等待遇という言葉が出てきてい

たので非常に期待をかけていただけに、最後

の結末にはがつくりしました。

政労使の審議会で経営側の反対によつて押

し切られてしまうのは、今労働組合の組織率

が 20%を割ってしまっている中で、まだまだ

パー トの声が届けられていないからだ とい う

ことを痛切に感 じま した。私が強調 したいの

は、女性ユニオンに相談に来るような女性の

実感、深刻な雇用破壊の実態が、審議会のメ

ンバーにまったく伝わっていないとい う現状

です。審議会を傍聴すると、一番 よくわかる

のです。

それか ら厚生労働省は傍聴に来てほ しくな

いのか、ホームページを毎 日見ていない と、

傍聴がいつできるのかもわからない。恣意的

です。また私の申し込みに対 して 「いつぱい

だか らお断わ り」 と返事が来たこともあ りま

した。「パー トの人たちの声をほん とうに問

こうとしているのか」とい う感 じが しま した。

研究会報告に対するパブ リックコメン トは、

団体名 も個人名 も全部出 して公開されていた

のに、最後は要旨をま とめて公開する形で し

た。みんなの意見が反映 されないようにして

いるのではないかとい う審議会の現状を報告

して、東京の報告にしたい と思います。

これ か らの運 動

酒井 これからも均等法の改正、パー ト法の

改正な ど、国会議員の方たちや厚生労働省に

対 して私たち当事者の声を届けてい くことが

重要だ と感 じています。 さきほどの鼎談の中

で間接差別禁止、パー ト法の改正 とい う、こ

こ 1～ 2年の間に総力を挙げて取 り組 まなけ

ればな らない課題が明確にな りま した。

次に、これからどんなことをやつていつた

らいいのか、それを地域の、当事者の現場の

活動か らどうまとめてい くのか。その運動の

作 り方について話 しを進めていきたい と思い

ます。最初に、大阪ですでに始まっている女

性の人権センターの取 り組みについて上田さ

んか ら紹介 していただいて、私たちが どのよ

うにこのセンターとつながっていけるのかと

い うことについてお話 をしていただきたい と

思います。
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働く廿性の人権センクー

「いこ☆る」を立ち上げ

上田 2000年から 2003年まで私たちがパー

トの均等待遇の取 り組みをしてきた中で、住

友や京ガスの正社員の男女差別賃金を裁判で

たたかつている人たちとパー トの均等待遇を

たたかつている人たちと、労働組合の中でど

ういう働き方・暮 らし方に変えていったらよ

いのかと思つている人たちが、研究者、学生、

弁護士も含めて共通の集会が持てたというこ

とは、大きな宝物をいただいたと思います。

実際に ILOに行き、オランダに行つて、

国際的な基準を自分たちの生活に取り入れて

いる人たちは どんな生活を しているのか、 ど

んな取 り組みでそ うなつたのか とい うことを

労働組合、女性たちの取 り組みから学べた点

も大きな成果であつたと思います。

大阪のアクシ ョン 2003は三団体にプラス

して、働 く女性の弁護団とか、パー トタイム

研究会、部落解放同盟女性部 とかの団体 も加

わ りました。 1回 目のイギ リスのシンポの時

には 600名 で、階段まで人があふれる集会

で した。 2回 目も300名 以上 とい う規模で

した。問題は、そこに参加 してくるパー ト労

働者はその場では力をもらえるだろうけれ ど、

継続 して自分の居場所を確保 し、たたか う場

をつ くっていけるのかとい うことに対 して十

分に応えることができなかった点です。

パー ト法 3年後の見直 しとい うことに期待

し、物差 し研究会からパー ト研究会へ といろ

いろな場面でその都度可能性 を夢見ることが

できましたが、最終的には均等待遇は法制化

できませんで した。私たちはその失敗か ら教

訓を引き出さなければいけない と考えま した。

パー トの組織率が 2%しかないとい う問題、

国民的合意ができていない とい う審議会報告

の前文、合意ができていないか ら均等待遇が

法制化できない とい う悔 しさを私たちはどう

次の希望につなげていった らいいのかとい う

ことで、先ほど紹介されました “いこ☆る"

をこの 1月 11日 に結成しました。

私は森田のパー ト組合をつくつた時から個

人的にも、パー ト労働者がもつともつと元気

に誇らしく、元気に人間らしく働けるような

力をもらえる場をどのようにつくればいいの

かと一生懸命考えてきました。

パー ト労働者を踏みつけてやさしい社会は

築けない。一方でパー ト労働者を踏みつけて

いく正社員やシステムを維持させることが、

踏みつける側にとつてどんなに大きな傷とか、

イジメの根源、むなしさにつながっていくの

だろうかと。その双方のマイナスを解決する

ためには、働き方、暮らし方を公正なワーク

ルール、私たちが掲げた間接差別禁止、同一

価値労働同一賃金、均等待遇という中に実現

させる、双方が求める新しい文化をどこから

つくればいいのかということで悩み抜いて、

仲間たちと相談しました。パー ト労働者、派

遣労働者、非正規労働者の相談を受け組織化

したとしても、その電話を聞く方、私たちの

身近なユニオンの女性たちが疲弊しているの

ではないかということにも、情報交換の中で

気づいたわけです。

解雇にあったり、セクハラにあつたり、イ

ジメられたりとい うことで、職場で悔しいと

思つている仲間と私たちはどのようなつなが

り方をしなければならないのか。もつと垣根

を低くして発信をしていく方法とか、皆さん

の思いを受けていく方法とか考えていく必要

があるということで “いこ☆る"に至りまし

た。呼びかけ人 36人の半数以上が労働者で、

非正規労働者も多数います。研究者も弁護士

もいらっしゃるし、大阪 ドーンセンターの初

期の館長、現館長もいらっしゃいます。

現在、男女共同参画センターそのものが女

性の労働権を扱ってはならないという流れが

あり、私たちは突破することができていませ

んし、人権行政の中で働く女性の人権を明確

に法的に位置づけることもできていません。
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民間で打ち立てることが必要ではないかとい

うことです。労働相談、労働関連のワークシ

ョップ、実態調査、政策提言、本や芝居や文

化活動という形で、私たち自身が労働時間と

か雇用形態の違いをこえて未来のために手を

つなごうということです。

発足式は大変な熱気で、全国からも来てい

ただきました。皆さんとともに “いこ☆る"

の風を日本中に吹かせていただけたらと願つ

ています。

酒井 均等待遇アクション 2003は 、女性労働

に関する課題、とくにその中でも間接差別禁

止、同一価値労働同一賃金を掲げて、立法化

を目的にしたNGOで あったという意味では

これまでの労働運動の中にない、新 しい形で

の運動体であったと思 うのです。その運動体

をこれからどのように発展させていくのかと

いうことです。それぞれの地域の実情に合わ

せた様々な取 り組みやネットワークが必要だ

と思います。

大阪ではいち早く「女性の人権センター」

という新 しい形の運動づくりが始まりました。

女性をターゲットにした相談センターという

意味では新 しい運動体だと思います。他の地

域でもいろいろな試みを考えていらっしゃる

と思 うのですが、福岡では今の大阪の話 しも

含めてこんなことを考えているということを

お話 し下さい。

緩マがなネットワークブくりを

佐崎 私も “いこ☆る"の発足式には参加 さ

せていただき、これが私たちのや りたいこと

だとその時に実感 しまし

た。福岡ではそこまで行

くには道程が長いことも

実感 しています。広げる

活動 自体ができていない

のが福岡の現状です。ま

つたくつながっていない 響騨開■…運舅躊蝠

のではなく、つながっているものを形にでき

ていないのが現状かなと思 うのです。

昨年から月 2回の活動を行なっています。

学習会を定期的にや り、自分たちだけが学習

するのではなくて、今までつながった人たち

も招きながら行なうことによって、ワーキン

グボイスのみで担ってきた均等待遇アクショ

ンの活動をもつと広げていくような形をつく

るのが今年のささやかな目標です。これがで

きれば私たちとしては一歩踏み出せるのでは

ないかということです。

緩やかなネットワークをつくりながら具体

的に一つひとつやっていくということです。

福岡のアミカスで臨職でたたかっている人を

招いて、彼女の裁判について話を聞こう、住

友の原告の話を聞こうという形で具体的な活

動をこれから広げていきたいと思っています。

ニュースもいつ発行 されるかわからない、

気分が向いた時に発行されるという感 じだっ

たのですが、担当者を割 り振 り、今年はけじ

めをつけながらやっていこうと決めました。

全国の運動からみたらよちよち歩きの子供み

たいですけれど、ここがないと関西の活動は

ないと位置づけて今年は取り組んでいきたい

と思います。

酒井 今 日の参加者の中には首都圏だけでは

なくて大阪、福岡からも来ていらっしゃるし、

それ以外の地域から来た方もいらっしゃいま

す。 自分はや りたいと思っていても、なかな

か 1人が 2人になるのは難 しくて、どうやっ

て仲間づくりをやっていったらいいのだろう

と悩んでいる方も多いと思います。そ ういう

意味では今日来ていただいた4つの地域は少

しずつ先を歩み始めていますので、そこから

もいろんな地域に情報提供をしたり、いろん

な力を分けるということもできると思います。

そのことも踏まえて坂さんから自分たちがこ

れからやること、4つ以外の地域とどうつな

がつていけるのか、ア ドバイスも含めてお願

いします。
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廿性ユニオンをつ<つて元気に

坂 どうつながつていくかは難 しい問題だと

思います。東海では今まで運動として全然つ

ながつていませんでしたし、この均等待遇の

運動をきつかけにさまざまな女性の団体とか

いろんな活動をしている方々が参カロしてきま

した。立法化に魅力を感 じて参加 された方が

多かつたです。東海は情報が少ないというこ

とで、私が東京からもらう情報を実行委員の

メンバーに定期的

に流 しました。そ

れで魅力的な均等

待遇の運動だとい

うことで参加 され

た とい うことが、

反省会をした時に

わか りました。

これからどうい う運動の展開を していくか

ですが、運動は楽 しみながらや らなければ息

切れ してしま うと思います。そ して、WWN

ではないですけれ ど、国際活動な どをしなが

らグローバルな視点で運動をやつていかなけ

ればいけない とい うことと、女性の国際的な

連帯が必要なので、それを模索 していきたい

と思つています。

この運動をや りなが ら感 じたのは、いろん

な女性たちがユニオンをつ くりたがつている、

東京のような女性ユニオンをつ くりたいとい

う声があるとい うことです。

自治体の臨職の保母 さんが“元気ユニオン"

とい うのを立上げました。これは名古屋ふれ

あいユニオンに相談にみえた時に、「お守は

できない」とい うのが実感だったんです。「自

分たちで作つて下 さい」 とい うことで学習会

を重ねてつくりま した。がんばって非常勤の

人たちの問題 を改善 しています。 しょつちゆ

う学習会を開いてニュースも発行 しながら、

反対に私たちが元気をもらうような感 じです。

たった一度の団交で是正 させるよ うなことも

やっています。

いろいろな方が均等待遇をめざして自分た

ちのユニオンをつ くりたいとい う声が聞こえ

てくるのは非常に嬉 しいことです。労働相談

も均等待遇のこともやつているユニオンは、

私のところだけです。将来的には大阪のよう

なセンターができるといいねと話 しています。

名古屋は、シンポジウムも手作 りでなるベ

くお金をかけないようにやつてきました。そ

れ もよかつた とい う話が出ました。皆がボラ

ンティアなので、運動をやつていくにはよほ

ど意識 して認識を高めていかなければ、つづ

かないとい う状況です。私は毎回ケーキを焼

いて、お茶を持っていくんです。それで呼び

込んでいるところがあ ります (笑い)。

私個人 としては、パー ト労働法が改正でき

なかつたことはショックでした。出された指

針をもつて、銀行の団交に臨みました。銀行

の回答は 「指針にそつて努力いた します」で

す。 もつと罰則規定がきつくなければ言葉だ

けで終わって しま うと思つています。

職場の中は派遣 とパー トがいつぱいいます。

私は差別 とかセクハラとかがあつたら、上司

に向かつて談判 します。私が声を荒げるもの

ですから非常に職場 も厳 しくな り、辛い環境

の中で働いています。民主党が今国会に上げ

るとい う話をされました。私は非常に期待 し

ています。

酒井 私はパー トの審議会に一度 も欠か さず

参加をしたのに一言もしゃべれない、本当に

悔 しかったです。審議会が開かれないように

妨害 したい (笑い)と い う気持ちもあつた く

らいにあの悔 しさは忘れ られない。 これか ら

が雪辱戦で、民主党の出されるパー ト法案に

ついてはなん としても私たちは今まで以上の

力を持って精力的にロビー活動な り、全国の

パー トの当事者の声を伝えることに力を入れ

ていきたい と思つています。東京はこれか ら

もそ うい う活動が忙 しいと思いますが、伊藤

さん、これか らの活動についてお願い します。
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ユニオンとの架け橋になるNGOを

伊藤 政党の人が最後まで私たちの気持 ちに

そつて、国会の中でたたかってもらうために

は立法化についての当事者の運動が弱いので

はないかと感 じてきま した。厚生労働省の資

料では男女賃金格差は 100対 60と なって

いますが、パー トの女性 と正規の男性社員 と

の格差でいえば 100対 45、 実感 としても

格差は広がっていることをもつと厳 しく見な

ければいけないのではないか。先ほどの劇は

リアルに現場の人たちの様子を示 して くれた

と思 うのです。パー トやアルバイ トや派遣の

人たちが、貧困、かつ孤立 させ られている。

劇のように連帯 していくことすら困難な状況

に置かれているのではないか。私たちのユニ

オンでは、パー トやアルバイ トの人で交渉 し

て会社 とたたか うとい う人たちが急激 に増え

ています。 この運動に、担い手、当事者の参

加がどれだけあるのか、まだまだ足 りないの

ではないか と痛切に感 じています。

大阪が 「いこ☆る」を立ち上げま した。私

もずつとそ うい うものをつ くりたいと思つて

いました。東京はいろいろな政治団体や労働

団体が鮮明に見えるので、なかなか本音で自

分たちの辛いことやいろんなことを言い合っ

て、ス トレー トに運動に反映 させることがで

きない現状ではないかと思 うんです。東京の

事務局会議で “いこ☆る"の ようなものをつ

くりたい と言つた時に 「こんなに忙 しいのに

誰が担 うの」 と言われます。今の私たちだけ

でやろうと思 うと忙 しくて とてもできない。

労働組合はす ごくエネルギーを使 うし、会社

とたたか うにはある程度お金 とか基盤がない

と大変なことです。“いこ☆る"は、貧困化 と

孤立化で労働組合 と連帯できない人 と架 け橋

をつ くるようなものになると期待 しています。

もつと緩やかな、組合 より敷居の低いNGO
が求められているのではないか。そこでは職

場の悩みも気楽に話ができて、仕事で会社が

スキルをア ップ してくれ るなんて考えられな

いから、そうい うこともカバーするような教

育センター的役害1も できたらいいなと感 じて

います。

女性ユニオンで一つ紹介 したいのは、国立

大学が独立法人化 して非常勤の雇い止めが全

国で相次いでいます。今までの裁判はほとん

ど負けていますが、立法化運動につなげてい

くには負けることを承知で、法の狭間でこん

なに多くの人が理不尽な目にあつていること

を社会にアピール しなければいけないという

ことで、裁判にチャレンジする人が出てきま

した。そういう運動を通じてこれから均等待

遇、間接差別の禁止など立法化を、現場のた

たかいを通じて実現 したいというのが、私が

いま考えていることです。

上田 均等待遇、間接差別禁上の法制化に向

けて私たちはありとあらゆる当事者から当事

者に伝えながら全国で均等待遇、間接差別禁

止キャラバン、そして国会を包囲する当事者

の取 り組みをぜひとも皆様とともに実現した

いと思います。民主党の皆さん、よろしくお

願いします。

酒井 これからの立法化のために当事者の運

動、とくにパー トとか派遣とか非正規と言わ

れている人たち自身の運動をつくる。その人

たちが担い手になっていかないと本当にパー

ト法の改正もできないということは、私たち

もこの 3年間の活動の中からわかりました。

新 しい運動体もこれか

らつくられようとして

います。

パー ト法の改正と間

接差別禁上の立法化の

ために、私たちが国会

を包囲できるような力

を本当につくりたい。

皆さんとご一緒にがん

ばっていきたいと思います。

いました。
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会場か らの発言

公務非常勤の賃金差日」裁判て騰利和解

平川 均等待遇アクシ ョンとほぼ同 じ時期に

均等待遇を東京地裁 で争いました。私は中野

区の女性会館で非常勤職員として 7年間働い

てきま した。職が廃止になって退職 した後、

当時受け取つていた賃金が納得できないとい

うことで裁判を起 こしました。パー トでも裁

判を起 こせないことはないと思いま した。均

等待遇アクション・東京の方もた くさん傍聴

に来てくれた り、思いがけなかったのは広島

とか富山とか公務非常勤で働いている方が自

費で傍聴に来てくだ

さったりということ

で全国からの支援を

感じました。

パー トで裁判やる

のは、元の賃金が安

すぎるので差別を大幅に認めてもらわないと

見合わないことも実感 しました。 自治労との

関係では「協力はするけれど支援はできない」

と言われました。アクションのような女′陛の

運動が唯一の支えだったと思っています。

バート、臨時の組織化を強めよう

八谷 私は全労連で運動しています。パー ト、

臨時、非常勤の連絡会をつくっています。今

日、民主党の方から法案が今国会に出される

とい うことを聞いて非常に嬉しく思います。

共産党でも出していますので、国会の中で共

闘をして運動を大きく前進させていただきた

い。私たちは昨日 1000名 をこえるパー ト、

臨時、非常勤の集会を成功させることができ

ました。全労連の中でも均等待遇 をいかに一

歩でも前進 させるかとい う点で運動を進めた

いと思います。そ

のためには労働組

合の中で、正規の

仲間がどれだけ本

気になって均等待

遇を進めるのかと

いうところがカギ  ' ＼《 `
を握っていると思つています。全労連の中で

もパー ト、臨時の組織化を強めよう、均等待

遇を重要な課題にすえようとい う運動を私た

ちも進めます。連合の中でも様々な法案を出

してくれています し、具体的には賃金の運動

を労働組合でやる、それ とこうい うネ ッ トワ

ークの中で法律をどうつ くっていくかとい う

ことで前進 していきたい。 ともにがんばって

いきたいと思います。

世性の人権を無視した兼松不当判決

本間 私は兼松の男女差別裁判を闘っている

原告です。私たちは 8年前に提訴 しましたが、

昨年 11月 5日 に判決が出ました。残念ながら

私たちの要求は認められない全面敗訴で した。

その中で裁判長は、男女別のコース別だとい

う賃金体系は認めていて、憲法 14条には反す

るけれ ども、労働基準法 3、 4条には抵触 し

ない、企業がその後行なつてきた差別隠 しを

そのまま認めて 「差別はない」 とい う内容の

判決で した。

このままでは居たたまれないので控訴 しま

した。怒 りと失意の中にいましたが、均等待

遇 2003の方たちが裁判所前で、ビラまきを

してくださいました。「女性の人権無視、兼松

不当判決 を許 さない」 と

い う立派な横断幕を作っ

て多くの方が集まってマ

イクで訴えてくださいま

した。非常に力づけられ

ました。私たちはビラま
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きなど一度 もしたことはなかったんですが、

私たちも独 自でビラまきを しようと3回計画

しました。 2回 目の時に不当判決を出 した山

口幸雄裁判長が出勤 してきたので、直接手渡

す ことができました。

3月 20日 にはこの同 じ会場で判決内容の

ひ どさを働 く側が裁 くとい う模擬裁判をしま

す。皆 さんのご参加をお願い します。

2つ 目のお願いは、控訴が決まりま した。

5月 H日 の 3時半からあ ります。96名 の大

法廷が用意 されました。私たちは組織力 もな

くてどうしようかと思つているのです。 ここ

をいっぱいにしないと私たちの差別の実態が

裁判所に伝わらないので、傍聴をお願い した

い と思います。差別の実態を裁判所にきちっ

と申し出ないと、裁半J所は表向きだけみて「差

別がない」 とします。私たちは具体的に職場

で 「こうい う差別がある」 とい う意見書を集

めています。御協力よろしくお願い します。

声をあげられない当事者とも手をつないて

赤羽 大阪の “いこ☆る"の メンバーです。

2000年 キャンペーンが開かれた時にはお客

さんで ドーンセンターに出かけました。そこ

でこうい う運動ができるとい うことを初めて

知 りました。

私たちは今回 「いこ☆る」で、一番均等待

遇を必要としている

シングルマザー応援

団をつくって講座を

連続 3回や りました。

それを通じてやはり

当事者がなかなか出

にくいと感 じました。地元で保育もつけ、子

どものクリスマスパーティにひつかけてやっ

たのですが、なかなか当事者が出てこない。

来てくれた人は元気になりましたが。最初の

2000年 キャンペーンの時に、外国の講師が

「今 日この場に来れなかった人のことを考え

てください」と言われたことが今の私の運動

の原点になっています。声を上げた勇気ある

女たちも、声を上げることすらできない女た

ちもともに手をつないでいけるような運動を

つくりたいと思います。

孤立している人にも情報発信を

但馬 京都から来ました。洛南労組連という

ところで労働相談などをやつています。去年

パー ト法の指針が出ましたが、現場ではそれ

と逆行するようなことがいっぱい起こってい

る。権利も労働法が変わったことも知らない

んです。指針が出たことも知らない。そうい

うことをみんなが知っ

ていくような、さきほ

ど当事者の運動と言わ

れましたが、大きなキ

ャンペーンを起こして

いつてほしいと思いま

す。均等待遇にしようと思つたら、今までの

人に属 した賃金から仕事給、職務給や職責給

に変わっていかないといけない。

うちの親会社が昨年倒産しました。営業譲

渡がされて賃金体系が変わって 「できない奴

は派遣労働者と同じ賃金にする」という格づ

け評価になつています。 日本の賃金闘争を変

えていくようなことが必要なんです。現場に

は情報も何もなくて、孤立してやっているん

です。そういうところにぜひとも均等待遇ア

クションの方から情報を発信 してほしい。一

緒に闘えるように手伝ってほしいと思います。

正規の世性と尋F正規の廿性が

対立しないてたたがうために

芝崎 私は、公立学校の事務職なので、仕事

として職場の中の非正規雇用と言われる人た

ちの賃金請求とか服務とかをやつています。

学校の中も教職、事務職、現業職をとわず、

様々な非正規労働があります。それも有期雇

用あり、一週間に何回という定期労働あり、

声をかけられた時だけ働く、それが 1週間に
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1回だつた り、月に 1

回であつた りとい う不

定期、 日給、時給、月

給 とか賃金の体系から

労働時間、服務の内容

まで様々な非正規労働

が公立学校の中に蔓延 している状況です。

公務職場で働 く非正規の方たちの権利保障

法がまったくない。パー ト労働法か らも適用

除外 されていて、様々な法律の隙間にあると

言われ る。多くは有期雇用 とい う形で辞令が

出て働いて、その期限が終わつた ら合法的な

解雇 とい う形です。採用 されて退職 して、ま

た採用 されて退職 してを繰 り返 していて、例

え 15年やってもキャリアが積み上がらない

とい う働き方をしている人が大勢います。

大阪の上田さんか ら職場の中に踏みつける

正規 と踏みつけられる非正規 とい う話があ り

ま したが、職場ではそ うい う構図がよく見え

ます。非正規で働いている人たちは女性が多

いんです。正規の女性 と非正規の女性が対立

しないで、同 じ目的に向かつて進むのにはど

うした らいいかとい うと組織化 しかないと思

います。正規の労働組合がなかなか非正規の

人たちの要求を自分たちの問題 として掲げて

闘 うことになりきれない。かろ うじて女性部

の中に 「非常勤の待遇改善」 とい うことが入

りますが、中心課題になり切れない とい う問

題 もあつて運動 としてはなかなか進まないと

い う状況があります。公務パー トの問題につ

いて も角牢決できるような運動に していきたい

と思います。

図書館の夜間業務の

アウトソーシングは許せなしヽ

高木 福岡女性協会ユニオンです。私たちの

職場は女性センターです。倉1立 して 15年に

なります。 8年前に 5年で雇い止めというの

ができ、 3年前にその雇い止めになつたのが

私でした。その後に組合をつくつて 1年 ごと

の壮絶な闘いだつたんです。私の首はいまで

もつなが り続けています。私は書面できちん

と契約 を交わしていなかつたのが幸いで した。

私の後の人たちは毎年書面を取 り交わ してい

て、その 1人が今年の 3月 で雇い止めの対象

にな ります。なんとか雇い止め制度を撤廃 し

たいとい うことで 3年前から一生懸命取 り組

んできたんです。

去年の 12月 の団交で、その 1名 を雇い止

めすることを目的に 「図書職員を定員削減 と

する」 (職場は 9時半から21時半まで開い

ています)夜間業務 をアウトソーシングする

といきな り言われま した。そして管理運営事

項だか ら団交にはあた らないとい うことで団

交拒否 をされています。なんとか阻止できな

いかと、館長 と直接の係長、協会倶1と 市側に

責任があると思って男女共同参画部長に直訴

しま した。 このアウ トソーシングは図書の 1

名減があったからや られるんです。制度を守

るためだけにアウ トソーシングするのは許せ

ないとい う思いで私たちは一生懸命たたかっ

ています。司書職員は 4人ですけれ ど、土曜

日はパー ト、アルバイ トの方も入つてくれな

いので今 3人が働いています。その 3人か ら

均等待遇アクションの場で 「こうい う実態が

あることを叫んできて下さい」 と言われま し

た。

皆さんに『図書の

情報案内』のチラシ

が入つていると思い

ます。あまりにも悔

しかったので今月は

女性の働き方を特集 しました。中島通子先生

の本もいれたし、『ルポ解雇』も入れました。

幸いにも別の形で団交ができる形になりまし

たので、ビラをまきながらあきらめずに最後

まで闘つていきたいと思います。責任を館長、

係長、市側にとつてもらいたいと思つていま

す。こういうことが三度と起こらないように

強く、強くあきらめずに運動をやつていきた
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いと思います。 SOSを 発信 したら皆さんか

らも応援をよろしくお願いします。

全国で悪<なつている

J性の労働条件を実感

広野 保育園に勤めています。保育園では

年々職場の状況が悪くなつています。 3年前

小泉政権が発足した時「待機児童のゼロ作戦」

とい うのが目玉でした。どうやって待機児童

がゼロになるかについては、ひどいや り方と

言 う以外にないと思います。公立の保育園で

はかなり子どもを詰め込んでいくし、一方で

は認証保育所をつくる。駅前に民間施設を利

用して、施設条件は低くてもいいから子ども

を預ける施設として認証するとい うや り方な

んです。

公立の保育園はどん

どん民営化 され、統廃

合 されてい く傾向です。

実際の中身は子 どもた

ちで膨 らんでいくとい

う状態になっています。保母はまったく増え

ませんし、そこに非常勤やパー トをどんどん

増や していくということで保育園の条件が悪

くなっています。その中で正職員は年休が取

れない、病欠が増えています。私も年々歳を

とる中で保育の労働がきついというのを日々

感 じています。

今 日のシンポジウムに参加 して、女性の労

働条件が悪くなっているということを痛切に

感 じました。私は本郷文化フォーラムで女性

の労働問題を考えているグループの一員です。

3月 7日 に国際婦人デーの集会を開きます。

イラクに派兵されましたが、戦争に出される

状況になると女性はますます条件が悪くなり、

女性の権利が剥奪されていくことは目に見え

ています。まず戦争反対をしていきたい。憲

法の改悪や教育基本法の改悪反対を訴えた集

会を開きますのでぜひお出でください。

国立大学の法人化で

尋F常勤職員の 3年有期雇用のも<ろみ

竹内 国立大学の非

常勤職員 として 6年

働いています。全国

の各県に一校は国立

大学があると思いま

すが、それが 4月 か

ら法人化するということで、教授、助教授、

事務職員が国家公務員から法人の団体職員に

なります。

人事院から労基法の下に入ることになりま

した。 4月 1日 には就業規貝Jを 示さなくては

いけないということです。私たち非常勤職員

も就業規則をつくるという話があります。私

はアンケー トを取つたりいろいろやってみま

した。全国の大学の情報を聞きましても非常

勤の職員については 3年間の有期雇用にする

とい うことが書き込まれてしまいそうな情報

が多いです。

非常勤職員という名前にはなっていますが、

継続 した仕事をずっとやっていて、長い方は

20年以上の方もいらつしゃいます。なんと

しても常勤にしたいと思つています。改正労

働法の有期雇用の 3年、 5年が 「そ うしなけ

ればいけない」というように伝わっているよ

うで、そういうことをひつくり返 していかな

いといけないと思つています。みなさんの関

心を持っていただきたいと思います。よろし

くお願いします。
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オグジオ″

未来/_rち へ……

″
ラップロマム

″
プラス

(大塚明子 口竹森茂子・花崎晶・藤井智子)

(舞台上にあるのは、OHPと 椅子が下手後ろのほ

うに、上手寄り中ほどに椅子 1脚のみ)

袖から謎の人物登場 (こ の役は、ジョーカー役

害1(案内役のようなもの)でボアールの手法では、

良く使われる。ブレヒトももう少 し凝った形だが、

このような人物をよく登場させる)不思議な風体。

ジェンダーも謎の感 じ。

謎の人  (地球儀を手にしている)ニ ホンだホ

イ !ニホンだホイ !と 、ニホン・にほん。日本 "・ 、

あ、ここだ !ヘー、こんなところに・・・、どん

な人たちが住んでるのかな一 ?いや、いや、どう

も一 (客席に)日 本へ行くつて言うことで足袋つ

て云うのをはいてきたんですけどね?!けつこう

歩きやすくつて・・・ (と 言いながら、OHPの とこ

ろへ行き)東京つてのは?こ こだ (日 本地図 。東

京の写真そして、いろんな商品の写真)う わ一、

いろんなものがいつぱいだ一。人もいっぱい :で

も、なんだかみんな、あまり楽しそうな顔 してな

いね一?!ん ?こ れは一 ?(OHP消 える)

(家野おもみ 40代前半 シングルマザー。仕事

の制服らしきもの。髪はばさばさ、化粧もなし。

両手に大荷物。背中に掃除機 。こどもの人形を 2

つ抱え、登場。)

おもみ すみません、課長、6時半になりました

ので、家野おもみ、お先に失礼いたします。すみ

ませ～ん。 (舞台降りて、通路で)

あ一あ。疲れはたまるし、捻挫はするし。踏んだ

り蹴つたり転んだりだよ。ボーナスも、退職金も、

手当てもなしで、仕事は正社員とおんなじ目いつ

ぱい、やつてらんないぜ。

正社員になりたいな一。でも、課長に言つたら「き

みはもう歳だから」だつて、41なのにさ、あった

まくる。(上手階段前、保育園について、のぞみと

保育園バッグを受け取る)

家野のぞみのお迎えに来ました。遅くなつてすみ

ません。気をつけます、さようなら一。

ごめんねのぞみ、いつも遅くなつて。さあ、ぱつ

と買い物して、お姉ちゃん迎えにいこ。

(客席中央で)ああ、もう時間ないから、鍋セッ

トにしよう。ああ重い。(ス ーパーの買い物袋持つ。

子ども置いていく。携帯がなる)

あ、電話。はい、家野です。あ、今日は安田さん

のお宅に 10時ですよね。え? 中止? もう行

かなくていい? こないだ、急に休んだから…。

それは子どもが・・・。はあ、わかりました。すみま

せん、どうもすみませんでした。

あ一あ。仕事一件なくなつちゃつたよ。ヘルパー

なら “なれあい信販"の仕事と両立できると思つ

たのにさあ。でも、子どもが病気のときくらい、

そばにいてやりたいもんね。

あれ、のぞみ? わたしののぞみはどこ? どこ

いつた、のぞみ一 !(中央まで戻つて)

ああ、ごめんねのぞみ。おねえちゃん迎えにいこ。

(下手階段前、学童保育所に来て、あいを受け取

る。舞台に上がりながら)

家野愛の母です。すみません、仕事が長引いてつ

い遅くなつて。気をつけます、すみませ―ん。

ごめんね、あい。いつも遅くなつて。お母さん、

今日お仕事なくなつちゃつたから、早く帰つて一

緒にご飯食べよ。 (携帯がなる)

あ、電話。はい、家野です。あ、PTAの高田さん。

え? 安全パトロール? 最近事件が多いから?

う
ん

う
Ｚ



すみません、うち母子家庭なんです、わたし、仕

事休んだらその分生活費が減るんですよ一。すみ

ませんけど、できません。すみません。

まったく。すみません、すみません、すみません

つて、私が悪いわけでもないのに、なんでいっつ

も謝まってばっかり。どうすればいいのさ :(フ

リージング)

(お もみの話してる後ろに、謎の人によつて OHP

に「パー トと正社員の所得差」「シングルマザーの

平均年収」などのデータが映し出される)

(中間静江 50代 主婦。 「子ども二人とも大

きくなったし、パー トタイムでも・・」と、夫の

許可を得て働いている。 ミディのスカー トにセー

ター、ネックレスやイヤリング、ちょっと高そう

な時計とか装飾に凝っているらしきスタイル。)

静江 ただいま―・・・・、つて言つても今日も

誰もまだ帰つてないのよね・・・。今夜もパパは

遅いって言つてたし (床に散らばっている靴下と

かタオルとか無意識に片付けながら)今夜も残り

物で済ましちゃお―。あ一、疲れた !やっぱり更

年期のせいか しらイライラする し、肩は凝る

し・・・、医者は更年期鬱だつて、話もろくに聞

いてくれないで薬を出すだけだし…・。(な どと、

ぶつぶつ言いながら雑誌を取り出して何気なくパ

ラノくラ・・・)

ヘーえ、趣味を生かしてインテリアコーディネー

ターの資格を取得、代官山に素敵なお店。セレブ

な奥様方に人気の美人カリスマ主婦 !! …・・

いいわね一、私なんか趣味もないし、カルチャー

センターに陶芸とか、編物とか、フラワーアレン

ジメントとか、いろんなもの習いに行つたけどど

うにもならかつた !何の才能もないのよね―。ス

ーパーの在庫係なんて面白くもないけど、子ども

たちも大学生でほとんど家にいないし、パー トで

もって思つたけど・・・。ま、こんなもんよね。

ほんと、つまらないわよね一子育てなんて、あん

なに手をかけて育てたのに恋人が出来たりしたら、

親なんて見向きもしない !ま、いずれは親離れす

るものと思つてたけど、何だかむなしいわ―…。

あ、いけない鬱の薬飲まなくちゃ !(薬のむ。又

雑誌みる)

あ一ら、ほとんど持ち出しの月が多いんですっ

て?そ うよね一、こんなところに高級そうなお店、

大変よね―。でも、と言う事はご主人が助けてく

ださつてるのよね―。それとも、実家がお金持ち

なのかしら一 ?いずれにせよ、ご主人の理解がな

くつちゃ出来ないわね一。うらやましい一 !う ち

なんて、愛情のかけらも残ってない :「働きたい

んなら、いいけど控除内にしてくれよ一、家事は

ちゃんとしろよな、手抜きされちゃ困るぞ !別に、

うちは困つてるわけじゃないんだから、俺の稼ぎ

で十分なのに・・・。おまえに何ができるんだ

よ?:」 なんて (ま た、雑誌をめくって)、 あら、

このバック良いわね一、ちょっとケリーバック風

で、5万か一、安いわよね一、買おうかな、そう

よ :こ れ ぐらい良いわよね !先月はコムサのスカ

ー ト買つただけだし・・・。買つちゃお― Ⅲ…・・

買うわよ―・・・・・なんか、むなしい・・・。

ら、ら、ら、(鼻でわらつて)はあ―・・・。(フ リージ

ング)

(OHPに 「3号被保険者の割合」「家事・育児時間

の男女差」などのデータ)

(戦闘的ないでたちの勝野ゆめこ、あたりをうか

がうように登場。大きなバック、パソコンをもち、

ドリンク剤を銃弾のように身体に巻き付け、迷彩

スーツを着ている)

ゆ|めこ 油断やスキを見せてはだめ。敵はどこだ

かわからない。(旬旬前進してステージ中央へ
)

IT産業は先端業界、それをリー ドする ドコノに

入れば男女平等は当たり前 :なんて若い頃は夢見

たこともあったわ。でも、キャリアを積めば積む

ほど、ごらんの通 り。ビジネスの世界では女はよ
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り戦士にならざるを得ない。だからこうしていつ

も準備万端、いつ何があつても備えあるのよ。(身

につけた装備を確認)

頭痛薬でしょ、ビタミン各種 A.B.C.E、 サプリメ

ント、今日はバレンタインだから義理チョコでし

ょ、そしてアブラとり紙と。いつでもす ぐ処理で

きるようにね、とり揃えておかないと。

あ、電話だわ。はい、もしもし Hello,Yes.キル

ギスタンから電話だ。もしもし、あ、はい私。…

だからその契約はなんとしても、うちが取らなき

ゃだめよ。あんな無能な部長の言うこと聞いてた

らだめなんだから、ブーダフォンには負けられな

いわよ。あんたが行つてんだからしつかりしてよ。

よろしく。

今の電話、私よリー年後輩のくせに、私の企画を

自分の手柄のようにして部長に取り入つて昇進し

た男、課長補佐。まつたく何かというと頼つてく

る。こつちはいまだに係長代理。私の方が成績も

よかったのに。女だからってばかにすん じゃない

わよ。

あ、また電話だ。もしもし、あ、部長。はい、え?

そんな昨日の会議ではそういう話ではなかつた…

え― !明 日まで? そんなあ。わ、わかりました。

いえ、やります、私がやります ! 明日の朝 9時

までにかならず私がやります !

も一一 !あいつまた無理難題おしつけやがつて。

え―い、でもやるしかないわ。(と さっそくコンピ

ュータで仕事始める)あ一、また食事の時間がな

い、10秒チヤージだ。 (と 栄養ゼリーを飲む)は

一、もう昨日も遅かつたのに。目が痛―い。そう

だブルーベリーエキス (と バッグを探るがない)、

あ一ん忘れた一。また今日も徹夜? もう一いつ

たいこれ以上どうやって働けつていうのよ一。(と

がっくりうなだれる)

(OHPに 「管理職率の男女差」「自殺過労死率

(数 )」 などのデータ)

(し ばしス トップの後、あ、でもとにかく間に合

わせなくっちゃ。こうしちやいられない、会社に

資料をとりに行こう、と気を取り直して立ち上が

り走り出す)

(ゆめこ、静江にぶつかる)

ゆめこ あんたこんなとこに突つ立って邪魔よ。

静江  痛いわ。ひどい !

お|も|み  ちょっと、あんたがぶつかつたんだか

ら、あんたが謝るのが筋でしょうが。

ゆ|あ
―

= 
私は忙しいんだから。

おもみ  忙しいのはあんただけじゃないんだよ。

私なんか、仕事 2つもして、おまけに

子どもも2人育てて家事もやつてんだ

からね。

ゆめこ あなたみたいに片手間に仕事している

人とは違うのよ、私は。

静江   2人 とも仕事仕事つて、髪振り乱して。

それより、なに一、あなたがた、もう

少 し女 らしくなさつたら一、 (お もみ

に)髪振 り乱して一、 (ゆめこに)お化

粧すれば良いつてもの じゃないのよ、

も少し気を使つてナチュラルメイクを

なさらないと・・

おもみ  わたしはねえ、あんたみたいに暇もて

あましている主婦じゃないんだからね。

ゆ|あこ そうよ。あなたみたいに夫にしがみつ

いて生活しているわけじゃないんです

からね。私たちは。あなた、3号でし

ょ。(静江、2人にガミガミ言われて、

後ろずさりながら、謎のひとの傍にあ

る人形 [人型の等身大立て看板に背広

を着せ、顔は日鼻なしで本物の眼鏡を

かけ、猛をつけて頭髪は毛糸]の後ろ

に隠れるような風情で、背広の端なん

か握 りしめている。・・)

静江   まあ、失礼な ! 私は本妻です。

お|も|み  だからあ。ちよつとあんた教えてやん

なよ。

ゆめこ そうじゃなくて、サラリーマンの妻で、

年金払つてないんでしょ、つていうの。

静1江   年金は、夫が・・・。

ゆめこ あんたの年金はね、私たちがみんなで

払つてんのよ。

おもみ なのにもらうときは私よりたくさんな

んだからね。

静江  夫のいない人つてかわいそうねえ。(と

言いながら、前に出てくる)

ゆめこ 私はねえ、できないんじゃなくてしない

の。私に見合うだけの男がいないだけよ。
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おもみ  できないんだか、しないんだか知らな

いけどさ。わたしなんか、ちゃんと子

どもも育てて仕事もしてるんだよ。

ゆめこ 子育てを理由に、すぐ休むのよねえ。

ワーキングマザーって。
‐静江 それに、離婚なんてわがままな人のす

ることよ。まあ、あなたたち、お父さ

んいなくてかわいそうねえ。

(突然不思議な音がする)

ゆめこ 危ない : みんな伏せて :

(3人伏せる)

OHPに 暗い影。ブッシュや小泉とおぼし

き写真。その上にいろんな文字のコラー

ジュ。家族責任。グローバリズム・競争・

評価 。家父長制 。過労死・アンペイ ドワ

ーク・権力など。

(謎の人、人形をもつて舞台なかほどに

来る)

(3人、「びつくりした !」 「なんだっ

たの― ?」 「すごく、いや―な気分がし

た !」 とか言いながら、起き上がろうと

している)

難の人 おばさんたち、けんかばっかりしててい

いのかなっと。

ほら、こんなのがきちゃったよ―。どう

する、どうする?(かなり、面白がって

いる。挑戦的になったり、自由自在 !ア

ドリブもOK!)

(3人にそれぞれの「宣告カー ド」を渡

す。会社の上司や夫の声音で)

おもみ ええ?! 「営業所閉鎖に付き、パー ト

は解雇」? じゃああたしたちはどう

やって生活していけばいいんだよ !!

静江   「夫がリス トラ」 ? 私は、あなたじ

ゃなくて、西芝電機のあなたと結婚 し

たの に。肩書 きの ないあなた なん

て・・・、どうすればいいの…。

謎の人  さて、みんなどうするかな?

(地球儀を持つてくる)

ゆめこ  「年俸制、能力給のみ、ノルマ、 2

倍」 !! これ以上仕事 しろつていう

の !

露の人  こんなときはさ、みんなで相談してみ

れば?

お―もみ  話したら聞いてくれるんですかっ !!

静江  この人たちに相談なんて…。

ゆめこ こんな人たちと相談したつて無意味よ。

(去ろうとする)

謎の人

ゆ|め|こ

謎の人

おばさん、ちょっと待つてよ。

おばさんじゃないわよ !

あはは、ごめんごめん。エリー トワー

キングウーマンのお姉さん。お姉さん

つて、海外出張も多いんでしょ? ほ

らみて、ここ。オランダではね、パー

トは低い身分で安い給料、じゃなくて、

ライフスタイルに合わせてパー トにな

つたリフルタイムになつたり仕事を選

んで家事育児と両立できてるんだよ。

そんなことできるわけない :

ニュージーランドでは、夫婦が、それぞ

れ交代で長期休暇を取つてリフレッシ

ュ。人生を楽 しんでる人たちもいる

よ?

おもみ

謎の人

ゆめこ そんなの、夢ものがたりよ、ばかばか

しい。

譴
|の

1人  (ゆ めこが帰ろ うとす るのを、かばん

を引つ張つて、中身を探 る)お姉さん、

重そ うだね、この仕事。男と張 り合 つ

て過労死す るまで働 くことない じゃん。

(「 仕事」 と書いたカー ドを取 り上げ

る)

ゆめこ あ、私の仕事を取らないでよ :

謎の人  こつちのあなたは?(静江に)あんた

は、何持つてる?

静1江   さあ、わたしは?

謎の人  (静江のかばん探って)ほ ら、「時間」

がいつぱいある。 (「 時間」のカー ドを

取り出す)

で、こつちのあなたは (お もみに)仕
事も育児も家事も抱えて大変なんだよ

ね。だから、この子どもたち、ちょっ

と預かつてあげる。(お もみの子どt)人

形―顔など書かれてない人型のみの人

形 )

おもみ  あ、私の子ども。
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謎01人  ほら、こつちのあんた、静江さん? あ

んた、夜の間この子の面倒みてあげな

よ。

静江   (ち よつとしどろもどろ)で も、子育

てつて愛情でするんじゃないんです

か ?

謎01人  あんた、育児も家事もプロなんだから、

仕事にすればいいじゃない。

おもみ  ああ :(何事か、合′点がいつた様子で

ゆめこに)じ ゃあ、あんたにこれあげ

る。鍋セット。

議の人  その調子。あんたも、サプリメントば

かりじやなくて、たまには料理してご

らん。ほら。

ゆめこ  (しぶしぶ受け取つて)料理する時間

なんかないわよ。

謎の人  じゃ、あんたにも「時間」を上げる。

おも―み  ああ、軽くなつた。じゃあ、わたしは

「仕事」をもらう。でもわたしこれ (「 不

安定雇用」)だから。

謎|め
1人  まだ足りないものがあるようだね。そ

うだ、この人は何か持 つてないかね。

(と 、人型人形のほうをみる)こ つち

は、きつといつぱい持つてると思うよ。

(裏からたくさんのカー ドを出す。静

江 「だめよ !そ んなことしたら、あぶ

ないわよ、やめたほうがいいわ。‥ !」

と小声で言つている)

「権力」「地位」「名誉」こんなものは

あんまり役に立たないけど。

ほら、あんた、これをもらえばいいの

よ。 (「均等待遇」)使いもしないで、隠

し持つてるんだから !

おもみ  正社員と同じように働けるんだね。や

った一。・・・私わかつた I(静江に)

あんたはさあ、これを持ちなよ。 (「 自

信」を渡す) (ゆ めこに)あんたは

これ。 (「休養」)

ゆ―めt 結構です。

おもみ  わるいことはいわないから、持つてみ

なつて言つてんだよ !

ゆめt  (気おされて)はい。

お|もみ  こういうことでしょ?

饉の人  そうそう。 トランプやつてるノリでや

静江

つてごらん。

あの、ホン トにいいんですか ?(おず

おずと)じ ゃあ・・・、わたしこれを

もらおうか しら。 (「 仲間」)

その調子。その調子。

(静江に)あなた、「自信」もらったん

ならこれ (「 責任」をわたす)セ ットだ

謎の人

ゆめこ‐

からね !

静江   いえ、それは結構です・・ 1

ゆめこ  だめよ一 !(と 持たせる。静江しぶ し

ぶ受け取る)

えっと一、これ (「休養」)貰 つても良

いか な ?

おもみ  勿論、あんたにはそれ、必要だよね !

(3人のってくる、しばしのやり取りの

後)

ゆめこ でも、こんなこと夢じやない?外国の

話よ。

謎の人  そうかな? 会場の皆さん、この日本

つて国じやあ、こんなこと実現できな

いんでしょうかねえ?

(会場に問い掛ける。そのときの反応に

より次の言い方は工夫すること)

腱の人  ほら、みんな実現できるつて言つてる

よ。

おもみさん。あんた、わかつてきただ

ろう。みんなと相談して、やつてごら

んよ。じゃあ、あたしは次の国に行つ

てみるからね。よおく話 し合つて、み

んなが人間 らしく働いて生活できる方
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法を考えてみなよ。

(去る。残された 3人 「えつ !」 とか、

「でも、どうするのこの後・・」など)

ゆめ尋  じや、わたしは。(去ろうとする)

おもみ   ゆめこさん、あんた、過労死するま

で働いて幸せ? 静江さん、あんた、

夫に何もかも頼つて人生面白い? わ

たしも、今のままじゃいやだ。使い捨

てで終わるなんて。これ (カ ー ドを挙

げて)ほんとに欲しいもん !一緒に考

えようよ。手伝つてよ。まず、手始め

にこの人を何とかしなきゃね。(男 人形

持つ)ほ ら、手を貸してよ。

静江  私でも役に立つかしら?

おもみ  もちろんだよ。ほら、ゆめこさんも手

伝つて、2人 じゃ持てない。

ゆめ|こ  3人で何ができるつていうのよ。

おも|み  それを今から考えるんじゃん。さあ行

こう。

(3人、男人形を抱え、「それに しても

ホン トにこの人いろんなもの持ってた

わね―」「そのわ りに役に立ってなか

つたよ」などと言いつつ、去る)

謎の人| (袖から顔を出して)

あの 3人だけじゃ心配だなあ。皆さん、

手伝つてやつてくださいね。わたしは、

5年後か 10年後か、また様子を見に

来ますね。じゃあ、さようなら :

<後書き>
私たちは、劇団とかではありません。運動指導

士だったり、教師、新聞記者やカウンセラーを仕

事としながら、演劇を使つて<問題>を考えたり、

明らかにしたりするこころみを続けている仲間で

す。演劇を専門にしていた人もいます。

アウグス ト・ボアールという、ブラジルの演劇

家の開かれた演劇 (劇場に閉じられた、特権的な

人のための演劇ではなく)研究会などで出会いま

した。ですから、芝居の創り方も、従来のように

脚本家がいて、演出家がいて、俳優がいるという

やり方ではありません。

今回の場合は、15回 ぐらいで創 りましたが、何

回でと決まつているわけではなく、兎に角、テー

マに沿つて当事者にインタビューをし、関連図書

を読みデータを調べ、パーソナリティをみんなで

創つていくのです。どうしてもこれだけは言おう

という台詞を引き出しに4、 5回の立ち稽古をし

ました。はじめから、立ちになることもあるし、

途中で話し合つたりと、さまざまなやり方です。

ですから、このお芝居の上演権は関わつてくれ

た人全員のものです。それに、人が書いたものをそ

のまま演じるのは、劇場の俳優さんたちにまかせ

て、活動家は自分たちの問題を創り上げるほうが、

沢山のものを手にすることが出来ると思うのです。

今回も一番勉強させてもらったのは、私たちだつ

たかも・・・?

この、実況版をもとに自分たちで劇創りしてい

ただければ幸いです。 (文責 竹森 )
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今日の集まりは私にとってとても刺激になりました。元

気な人たちが多くて…。均等待遇は、なつたら良いなと

願つているだけではだめなんですね。こんなにいろい

ろな活動をしている人たちがたくさん全国にいるのだと

いうことを、これまで知りませんでした。しかし、現実は

厳しいですね。審議会 (立法化)の話など聞くと。どうし

たら実現するのか?(区立図書館非常勤)

私自身も不安定な身分で毎日なんとか働いています

が、全国の働く女性の厳しい情勢がよくわかりました。

一方で、これからの希望とか、課題とかも学ばせ、気

づかせてもらうことができました。自身がこれから何を

していくか、いろいろ考えたいと思います。劇がすごく

良かつたです。

男性と女性との間の間接差別だけでなく、女性間の差

別観にも目を向けてほしい。正規の女性と非正規の女

性間の差別意識もよく見受けられ、差別に苦しんでい

る(女性上司からパワーハラスメントを受けており、こ

の 3月 で退職させられる)。 非正規の人が運動の担い

手として少ない、組織化が困難ということは実感する。

みんな仕事と家庭で手一杯であつたり、このような団体

に参加すると雇用が危なくなるなどの不安からそうな

るのではないか?均等待遇の運動を NPO化していく

のはどうだろうか ?今後の活動への提案ですが、より

広く賛同人を募る方法を考えていつてはどうでしょう

か? 一般の人が参加しやすい会を開く、メーリングリ

ストを作る、HPに掲示板を作るなど。私は 44歳です

が、30代、40代の非正規労働者にもつと広める方法を

考えたいと思います。

はじめてこういったシンポジウムに参加したのです

が、本当に実際に活動されている方たちの話しを

聞くことができて、パワーを感じることができま

した。こういつた空気を感じることができたこ

とがとても良かつたです。(学生)

非正規女性労働者の働く環境がますます悪化している

ということが、当事者のお話でよくわかりました。オリジ

ナル劇、それぞれの女性の幸い状況がよくあらわれて

いて、興味深かつた。とくに、夫のリストラ、ノルマ 2倍
など、どの女性も危ない綱渡り状態だということがわか

りました。

当事者がになう運動としていくためには、労働

問題だけではなくその他の一般の社会問題に

アクセスしていく方法として、各地にある女性

センター (もしくはそれの代用ができる場所)へ足

を運ぶ雰囲気を作ることが(センター職員ばかりで

なく、一般の利用者が当事者を誘うなどして)結果と

して労働問題その他の勉強の機会や仲間づくりを

していくきつかけになつていくので、有効な方法だ

と思います。

自分も、女性問題専門講座に参加したことが自らの

エンパワーメントだけではなく、その後の市民活動

につながっています。これから男女平等条例を作る

ので、何とかして間接差別の文言を入れたいと思つ

ているところです。(区男女平等条例研究会)

雇用の破壊が正規・非正規を問わず深刻化してい

ます。まさに人権が守られるか否かのギリギリのと

ころにきています。企業の社会的責任は重大です。

あらゆる分野で手をとりあつて人権を守るための立

法化闘争に取り組んでいかなければならないことを

痛感させられました。(働く女性のための弁護団)

国会での立法化を推進するとともに、

東京都での新たなワークルールの取り組みに向

けても活動しています。ぜひ連帯を :

(都議会生活者ネット)

経団連は政党への献金を再開し、経営側の

何でもありの考えを推し進めようとしています。

これから女性の使い捨て時代はますますその

傾向になつているような気がします。均等待

遇アクション2003の組織を解散せず、今後

均等待遇の実現を目指して下さい。協力し

ていきたいと思つています。

(日 本航空労組女性連絡会)
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内容豊かなシンポジウムでした。裁判でたたかい、和

解で男性組合員平均に是正をされました。今は、職場

にいるアルバイト、嘱託、派遣労働者の人たちの処遇

を何とかしたいと考えています。連合職場ですが、声を

出すことが大変な人たちと一緒に何ができるかと考え

悩んでいます。今日のシンポジウムは力になりました。

(日 立女性差別裁判原告)

参加して良かつた。均等待遇へ向けての論議はけつし

て差別されている人たちだけの問題でなく、イコール正

規の問題だという論議と学習の場を正規と共にとりくん

できています。しかし本当に差別されている仲間がど

れだけ差別撤廃を願い、本気で取り組むかが一方で

大きな課題。職場の中でどうしたら自ら意識して運動と

していけるのか、悩んできました。

どんな社会を望むのか、望む社会の実現に何がネック

になつているのか、めざす出日、立法化へ向けて具体

的にネックを取り除く作業をするのか、今問われている

と考えています。職場の仲間に演劇の形で

アピールできる“いいもの"を見せて

いただきました。(生協労連)

母子家庭の立場が劇や発言で触れられて良かつ

た。劇は何回か観てきたけどリアルさと奥行きが増し

てきたと思います。さらに再演を !!

国立大学非常勤職員、国立大学病院の日々雇用の

方たちも大問題です。

(しんぐるまざ―ず・ふぉ―らむ)

兼松の男女差別裁判ではたいへんお世話になつて

ります。私は 99年 12月 の大リストラでやむなく退職。
2001年 1月 より市役所の臨時職員で週 3日 働いてい

ます。最近まで、間接差別、均等待遇という言葉さえ知

りませんでした。今日参加して、今の自分の置かれて

いる立場、状況と照らし合わせ、たいへん参考になり

ました。

正社員の時にはわからなかつた様々なことを、今痛切

に感じています (たとえば忘年会会費は同じ・…などと

いう例はその通りで、思わず笑つてしまいました)。 皆さ

んのおかげで、地裁前でのビラまきが定着してきてい

ます。これからも応援よろしくお願いします。

(兼松関係 )

運動は楽しくないと続かないという意見がありましたが、

非正規雇用で働き、助けを求めている人たちの状況は

もつとシビアなのではないかと思います。助けを求めて

やつてくる人びとのさまざまな問題すべてを1つ の

NPO(ユニオン、団体)で解決するのは難しいと思いま

す。各 NPOがそれぞれの得意分野を打ち出しながら、

横の連携をはかつていくことが重要なのではないかと

思います。

なぜ当事者が集まらないか ?それはそこに具体的な

解決策が見えないからではないでしょうか ?セミナー、

勉強会等の啓蒙や交流活動、敷居を低くした幅広い相

談活動、専門的な相談活動、裁判支援、調査、報告、

政党との連携、研究的な活動、国際社会への働きかけ

など、ざつと考えても多種多様な活動があります。

1つの NPOが何でも手がけるのではなく、各々が

主たる活動を打ち出し、しつかり他の NPOと連

携して一人一人をサポートする体制をつくること 力:

が求められているように思いました。(WWN)

多くの方が言われていた

“立法化への当事者の関与"が一層

重要と再認識しました。その意味では、アク

ション2003の 運動の継続が望まれます。社会的な

影響力をもつNGOの核となつて欲しいと思います。

正規で働く女性も、分断された職場の中で、悪戦苦闘

しています。正規・非正規という枠を超えた横断的で

女性の結集するNGOはできないのか、

そう考える機会になりました。

はじめて参加させていただきました。劇がたいヘ

ん良かつたです。資料が充実していました。たい

へん勉強になりました。

今戦争を起こしているグローバリズム企業が、

賃金労働者も抑圧しているというつながりを多く

の人が気がついたら、もっと状況も変わるように

なると思いました。

私の周りでは SEのパート男性が増えています。

今日のシンポジウムをきつかけに、当事者と

どういう距離で活動していけるか、これから考え

ていきたいです (もう少し会費が安いと当事者

の参加も増えると思います)。
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<資 糾 >





働く女性の均等待遇をめざす私たちの歩み

～均等待遇 2000年キャンペーンから均等待遇アクション 2003へ～

2000年 2月 9日 均等待遇 2000年キャンペーン発足集会 (池袋・エポック lo)

記念講演 「間接性差別の概念」 (浅倉むつ子)

2001年 6月 1日 均等待遇アクション 2003発足集会 (池袋・エポック lo)

「打ち破ろう !均等待遇をはばむ壁」 (中野麻美 )

2004年 2月 14日  均等待遇アクション 2003ま とめの集会 (田町・仕事 と女性の未来館 )

「均等待遇が未来をひらく」 (シ ンポジウム)

1、 シンポジウムの開催 (学習会など各地域独自の取り組みは省略します。)

1)2000年 11月 、イギリスからアリス・レナー ドさん、イレーヌ・ ドネリーさんを招いて
「実現 したい均等待遇 !― 間接性差別を許さないイギリス」

東京、名古屋、大阪、福岡で実施 (地域によリタイ トルは違 う)

ILOと オランダモデル調査の報告会 (全国各地、2002年 )

2002年 7月 、ILO平等雇用部コンスタンス・ トーマスさんを迎えて

「ILOか ら是正勧告 されている日本の女性賃金差別 !」 (全国 4ヵ 所、タイ トルは地域独 自)

4)2003年 10月 3日 、CEDAW委員・ショップ 。シリングさんを迎えて
「選択議定書の批准と間接差別」 (各地で種々の主催団体が連続講演・テーマは各自)

2、 署名活動

* IL0175号 (パー ト労働)条約批准を求める署名 (2001～ 2002年 )

*均 等待遇の法制化を求める 2003人 緊急アピール～パー トタイム労働に均等待遇の法制化

を !」 (2003年 1月 ～2月 )lヵ 月で 1万人以上の署名を集める。

2)

3)

3、

*

*

4、

*

*

*

*

*

*

アンケー ト調査

職場の間接差別度チェック(2000年 4月 ～)

パー ト・非常勤など非正社員で働く女性の均等待遇アンケー ト (2003年 11～ 12月 ・首都圏)

政府 (主に厚生労働省 )、 審議会に対するロビー活動

厚生労働省、自治省、人事院への要請行動

コミュニティユニオン首都圏ネット、派遣ネット、有期ネットなどと共同で、厚労省交渉

厚労省労政審議会・雇用均等分科会への傍聴、意見書提出、同労働側委員 との懇談・申し入

れ

厚労省へ、パー ト労働法改正をめぐる私たちの意見、パブリック・ コメン ト等を文書提出
パー トタイム労働研究会報告等への意見書提出

男女の賃金格差研究会、雇用均等研究会等の傍聴
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5、 政党アンケー ト

*「間接差別 と同一価値労働同一賃金に関する政党アンケー ト」 (2000年 6月 )

* 「均等待遇実現に向けての政党アンケー ト」 (2001年 4月 、同 7月 参議院選挙に向けて)

* 「 同 」 (2003年 2月 、4月 の統一地方選挙に向けて)

* 「育児と仕事の両立実現に向けての政党アンケー ト」 (2003年 9月 、同 10月 総選挙に向けて)

6、 国会議員へのロビー活動

* 女性議員懇談会の開催要請および女議懇への出席

*パ ー ト議連のシンポジウムヘの参加

*パ ー ト議連の 4役を招いてのシンポジウム

7、 パー ト労働旬間への取 り組み

*2000年 「全国一斉電話 110番 (ホ ットライン)」 (10月 、11月 )

*2001年 「パー ト・非常勤に均等待遇を !全国キャラバン」 (10月 、11月 )

。街頭宣伝、IL0175号条約署名、学習会 。講演会、自治体申し入れ行動、ホットラインなど

。報告集会 2001年 11月 10日 (表参道 。東京ウィメンズプラザ)

* 2002年
・シンポジウム 「パー ト議連 と語る均等待遇の立法化」 (11月 2日 、池袋 。エポ ック 10)

。「すすめよう !仲 間づ くり、つくろ う !均等待遇 11・ 26パー ト集会」(11月 26日 、大阪)

*2003年 (厚労省 :2003年度 より、パー ト労働旬間廃止 )

。ビラまき 「パー ト・非常勤に均等待遇 を !(改正 されたパー トタイム労働指針のポイン ト)」

(11月 1日 、池袋・西友前 )

。均等 ウォーク (11月 15日 、大阪)

8、 国際活動

*ILO事 務局 (ジ ュネーブ )、 オランダ訪問 2001年 10月

* コミュニティユニオン、非常勤組合、おんな労働組合、その他各労働組合から ILOに対 し、

100号条約 (同 一報酬条約)に関する実態報告書提出 (2001年 )

* CEDAW日 本政府 レポー ト審議へのロビー活動 (JNNCへの参加、日本政府へのロビー活動、

シャ ドウレポー ト提出、CEDノ獅「審議傍聴)(2002年 12月 ～2003年 7月 )

9、 パ ンフレッ ト等の発行

* ポスター 「見えない性差別」作成 (2000年 )

*「なくそ うパー ト・契約労働、派遣差別」(編集 。発行/女たちの欧州調査団、2000年 )

*「間接性差別を許 さないイギ リス」(編集 。発行/均等待遇 2000年キャンペーン実行委員会、2000

年 )

*「均等待遇 2000年 キャンペーン活動報告」 (編集 。発行/均等待遇 2000年キャンペーン実行委

員会、2001年 )

*「均等待遇 とワークシェア リング～女たちの ILO・ オランダモデル調査報告～」 (編集 。発行/均

等待遇アクション 2003女たちの調査団、2002年 )

* リーフレッ ト「安 くていいの ?女性労働・間接差別 とは ?」 (2000年 )

* リーフレッ ト「ILO条約は働 く人のための国際や くそ く」 (2002年 )
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10、 街頭行動 (各地で多数実施 )

*2000年 9月 2日 (JR新宿駅南口)、 11月 1日 (有楽町 。マリオン前)シンポジウムのアピ

ー ル

* 2001年 11月 9日 (都内数ヵ所)コ ミュニティユニオン首都圏ネット、派遣ネット、有期ネ

ットとの共同行動

* 2003年 12月 5日 (東京地裁前)兼松不当判決抗議行動

11、 その他

* ホームページの開設

* 均等待遇実現のための法案骨子 (案)作成

* アクション 2003ロ ゴ作成、ロゴ入 りTシ ャツ・ロゴ入リブローチ作成

* 国立女性教育会館 「女性学・ジェンダー研究フォーラム」への参加 (2000年度～2003年度 )

* 「おんなたちの祭 り」への参力日 (2001年～2003年 )

* メーデー参力日(2002年～2003年 )

12、 マスコミに対する働きかけ

*取 材・報道への依頼

* 取材協力

*記 者会見

*厚 労省への意見書など公表、ワークシェアリングに関する提言の発表など

13、 女性差別裁判の動き (2000年以降 )

*シャープライフ
゛
エレクトロニクスマーケティンク

゛
一審判決 (2000年 2月 23日 )

*住 友電エー審判決 (2000年 7月 31日 )→ 勝利和解解決 (2003年 12月 )

* 商工中金一審判決 (2000年 11月 20日 )→ 和解解決 (2003年 3月 )

* 住友化学一審判決 (2001年 3月 28日 )→ 上級審

* 内山工業一審判決 (2001年 5月 23日 )

*京 ガス屋嘉比さん勝利判決 (2001年 9月 20日 )→ 上級審

* 芝信用金庫最高裁で和解解決 (2002年 10月 24日 )

* 住友生命不口角翠角牢決 (2002年 12月 10日 )

* 日立製作所和解解決 (東京および神奈川 )

* 野村證券判決 (2002年 2月 20日 )→ 上級審

* 高砂建設不口角牢角牢決 (2003年 1月 7日 )

* 昭和シェル石油野崎さん勝利判決 (2003年 1月 29日 )→ 上級審

* 中野区非常勤差別裁判和解解決 (2003年 8月 29日 )

*兼 松裁判一審判決 (2003年 11月 5日 )→ 上級審
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(福岡 ) 福岡の活動状況 とこれからの展望

佐崎 和子 (ワ ーキング・ウィメンズ 。ヴォイス事務局)

1.活動状況について

① 福岡では、「均等待遇アクション2003」 と連携 しての活動は、現在のところWWVが 中

心 に行 つてい る。

② WWVの 前身は、「変えよう均等法 in福岡」で、1995年 に男女雇用機会均等法の改正に向

けて、活動を行 うために作った団体で、事務局は 7名 が中心メンバーである。

③ 現在の活動 日は、月 2回 第 2金曜 日 午後 7時～ 9時

第 4土曜日 午後 6時～ 9時

④ これまで 「均等待遇アクション2003」 と連携 した活動
。オランダ・ ILO訪間にメンバーが参加

。「パー ト・非常勤に均等待遇を !全国キャラバン」の街頭行動

。オランダ調査報告会 「ワークシェアリングと均等待遇」 (02/3/3)

・ ILO コンスタンス・ トーマスさん講演会

「ILO条約と私たちの働き方 均等待遇を求めて !!」 (02/7/7)

。緊急署名活動

⑤ 最近の活動

・パー ト指針に対する意見書の提出

・条例の学習会 と福岡市男女平等推進条例 (案)へ意見提出の取 り組み

。ショップ 。シリングさん講演会 (協力)「国連から見た日本の男女平等」 (03/10/01)

2.活動の問題点について

① 活動が事務局メンバーのみの学習会等内部的な活動が中心で、WWVの 会員も増えていな

い 。

② 福岡の既成の組織 (連合、ユニオン等)や裁判を抱えている女性との連携がなく、活動が

広がっていない。

③ 女性労働問題全般に取組んで、活動をおこなつているが、その年毎の具体的な取り組みが

明確ではなく、活動内容が散漫になつている面がある。

3.今後の活動の取り組みについて

「ゆるやかなネットワークを作りながら、具体的な取り組みを行 う」

① 第4土曜日の学習会を定期的に実施する。

・担当者を明確化

・外部と連携 した学習会

② ニュースの定期発行と充実

・担当者と発行予定日の明確化

③ ホームページの充実
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(大阪 ) 働 く女性の人権センター 「いこ☆る」を設立

上田育子 (働 く女性の人権センター 「いこ☆る」)

「働 く女性の人権センター」設立趣意書

女性が人権に目覚め、平等と自立のために意識的に取 り組み始めて 1世紀が過ぎました。脈々

と続いた先人たちの果敢な挑戦により、女性たちは政治にも仕事にも参加できるようになりまし

た。

日本政府は、1985年 「女性差別撤廃条約」を批准 し、それに関連 して 「男女雇用機会均等法」

を制定し、1995年 には、国際労働基準である ILOの 「家族 (的)責任条約」 (家事 。育児・介

護を担 う労働者の差別禁止を明記したもの)を批准 しました。また 1999年 には、「男女共同参画

社会基本法」を制定しました。

このように、女も男もともに人間らしく生きるための労働基準を、少 しずつ改善してきた日本

ですが、国内法は抜本的改正にいたっておらず、今、働 くことをめぐって、多くの女性から憤 り

の声が聞こえてきます。

「正社員として仕事を続けるなら、残業をことわれそ うにないし、結婚や出産をあきらめるか、

再就職 して、半人前扱いされるパー トで働 くしかないなんて 。・・」
「やつと再就職できたけど、派遣で 1年契約。同じ仕事をしているのに正社員のときと比べも

のにならない年収、この先仕事が見つからなかったらどうしよう ! シングルマザーで生活がか

かつているのに 。・・」
「働きたくても、夫の帰 りがこんなに遅くては、育児の分担なんてできない 。・・」

仕事と暮 らしの中で、誰もが人間として成長し、自立 したいという、あたりまえの願いをかな

えることが、わが国ではどんなに困難なことでしょう !

なぜ、セクハラやいじめ、間接差別による低賃金、使いすてなどに対 し、仲間どうしでも、一

人でもNO!と 言えないのでしょう。

なぜ、男性を中心とした社会や職場のしくみを変えられないのでしょう。

なぜ、世界の流れとなっている均等待遇を実現できないのでしょう。

それは、私たち女性自身が、働く権利をもつ労働者であることを自覚する機会も、連帯する機

会も少なすぎたために、自立できる人間らしい労働から遠ざけられてきたからだと思います。

今、私たちは、働く女性の仲間たちと手を携え、女性差別の撤廃と、女も男も仕事や家族責任

を、公平に分かち合い、性や雇用形態、労働時間の違いをこえた、均等待遇の実現のために、「働

く女性の人権センター」を設立します。

ここでは、職場で改善したいことや、さまざまな痛みや差別を労働相談でうけとめ、行政や労

働組合、NPO、 専門家の人たちと連携を取 りながら、ともに考え学び、仲間の力で解決をめざ

します。女性労働に関するワークショップやシンポジウムの開催、調査および提言づくり、情報

の発信、また、女性労働へのまなざしをいきいきとした創作活動で深め広げあいます。

立場はさまざま違っていても、それぞれの個人ができることはたくさんあります。 どのような

課題でも、ひとりの問題はすべて社会全体の問題だから、集まり、語 り、支えあいましょう。

女性たちが人権をかくとくし、人間らしい生き方と本来の輝きをとりもどすために働き方や生

き方の違いをこえて、大きく手を繋ぎましょう。
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(東海)働 く女性たちが、当事者 として しつか り力をつけることを目標に !

坂 喜代子 (均等待遇アクション2003東 海 )

学習中心の活動から

「均等待遇アクション2003東海」は、「均等待遇アクション 2003」 の “2003年までに法改正

を"と い う目標にそつた運動をすすめる一方で、「均等待遇」「間接差別」を “まずは知ってもら

お う"と 、 8回にわたり学習を中心とする独 自の活動を続けてきました。当初は学習会の人集め

にも苦労していましたが、現在では地域からしつかり認知 され、期待も寄せられるようになって

います。

海外の専門家を迎えて

とくにこの運動の中で、海外の男女均等待遇政策に関わつている専門家を迎えて、その話を直

接聞くという機会を得たことは、地方にあつてはまたとない機会でもあり、この地域の運動を盛

り上げる大きなきっかけになりました (ILOの コンスタンス・ トーマスさんはお迎えできました

が、CEDAWの ショップ 。シリングさんには、日程の都合で、名古屋にはお寄りいただけません

でした)。

地域の女性たちや運動とつながつて

この運動を通 じて、この地域の多くの女性たちや様々な運動とつながることができたのは大き

な成果でした。しかし、他方で、そ うした働 く女性たちが様々な問題を抱えることを知るにつけ、

その問題に具体的に応えることができない、応えるだけの力量を持ち得ないという運動の弱さも

認識するようになりました。

全国的なネットワークの中で

今後は、全国的なネットワークを強めつつ、この地域の働 く女性たちが、当事者 としてしっか

り力をつけることを目標に、それを支援する様々な取り組み、またそのための拠点づくりをめざ

したいと考えています。また、当面は、愛知の製造業の家父長的体質を変えるきつかけにもなり

得る「岡谷鋼機女性差別裁判」 (本年 4月 に結審を迎えます)に力を注ぎたいと思います。
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(東京 ) 厳 しいけれ ど希望の 1、 て る渾動 を !

伊藤みどり (女性ユニオン東京)

<取 り組んできた主なこと>
2001年 6月 1日  均等待遇アクション2003と して再出発

月 1回の事務局会議 (毎回 10名 前後)主 な活動は

①ILO・ オランダモデル調査旅行 報告書作成

②学習と宣伝啓蒙活動

リーフレットの作成、学習会 (ILO条約など)、 署名活動など

バッジ、Tシャッ作成 間接差別についての冊子作成

③全国と連動してシンポジウムの開催

④パー ト議員連盟との連携、懇談会

⑤厚生労働省 パー トタイム研究会 労政審・雇用均等分科会傍聴  意見書提出

⑥男女雇用機会均等政策研究会傍聴                意見書提出

⑦政党に対する働きかけ

政党アンケー ト、国会議員へのロビー活動 女性議員との懇談会 IL0175号 条約署名

③労働団体への働きかけ (連合・全労連・全労協)政労審・労働側委員=連合との懇談・要請

⑨CEDAWへのシャドーレポー ト作成  」NNCに参加

⑩ビデオ制作 パー ト・非常勤。など非正社員の均等待遇アンケー ト実施  ホームページ開設

①男女賃金差別裁判の支援

<今後についての個人意見>
*厳しいけれど希望のもてる運動をパー トや非常勤、派遣で働いている人にもつと呼びかける工

夫を !

パー ト・アルバイ ト・派遣などの労働相談・組合加入 。交渉が急増している

しかし、均等待遇アクションの運動の担い手には、なぜ、当事者の参加が少ないのか?

もつと、現場の声を引き出すのに何が不足しているのか?

非正規雇用の組織化、均等待遇の実現を目標にしていて、多数の労働組合は何故男性中心なのか ?

政党を巻き込めているのか?

パー トや非常勤・アルバイ ト・派遣で働く人たちの孤立化と貧困化の中で何が求められているか ?

連帯することが、より困難のなかで 運動の担い手を増やすために必要な事は何か ?

現在の深刻な雇用破壊状況が国会や労働団体に正確に伝わつていない現状をどうすれば変えられ

るのか ?

今後、取り組んでみたいこと

①労働組合より敷居の低い、目的を鮮明にした女性のための労働・生活支援の NGOの結成を !

②定期的に共同で相談活動を通じて運動への呼びかけ―相互理解

③参加して役に立つような内容で対話型の教育センターの企画―お互いに学びあう

より具体的な情報の提供―誰にも分りやすい形の言葉で

パー ト・アルバイ ト・派遣などの相談事例や取り組んだ事例の経験交流
「パー トだからとあきらめないで」とか話し言葉でより身近な内容で

④女性たちの裁判へのチャレンジの支援

⑤失業や生活上の知恵などの情報提供など (育児や介護などと生活の両立など)

⑥上記のような具体的実践的活動を通じた均等待遇・間接差別禁止などの立法化運動
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穿発鑓アクションガ

“

を出発点として

c~A力lうの秘たちの運動を創クだそう。

1 均等待遇アクション 2003は 、 どんな活動をしてきたか ?

(1)均等待遇にむけてのユニークな活動

① 立法化のとりくみを柱にすえて

。 間接性差別の禁止、均等待遇、同一価値労働同一賃金の実現
。 自分たちは何を求めるのか ?

… 各地の女性たちの実践、声から

諸外国の実践、国際的な男女平等の流れから学んで

何を求めるか共通認識をつくり要求意見・提言作成ヘ

② 広く力を集めよう、思いは同じ

・ 働 く女性たち、働きたい女性たち、学生、研究者、弁護士、政治家等々

。 超党派、超ナショナルセンター、超労働組合

・ 各地での取 り組みをネットワーク

③ 私たちの要求を立法作業の中に具体的に反映させよう
。 研究会、審議会、厚労省、政党 。国会ヘ

・ 立法準備の最初から、法案作成、国会審議、成立後の施行通達、実施後も
。 傍聴、意見を伝える等々、あらゆる機会を捉えての働きかけ

④ 女性たちの現場での闘い、裁判の闘いとともに

(2)立法化は実現途上だけれど…、私たちが学び、経験を積み、築いた足がかり。
。 女性たちの立場を超えた連携、協力、ネットワーク

・ 全国のいくつかに拠点も
。 立法作業への働きかけ、ロビー活動の経験

これからの活動への様々な意見

◎ 間接差別禁止、均等待遇、同一価値労働同一賃金の実現を、更に求めよう。

これからが、均等法改正、パー ト法改正等々の山場 |

女性たちのエンパワメン トが重要

→ 将来的には、活動センターづくりや対話型 トレーニングも

草の根からチャレンジする女性たちとともに

力をつなぐネットワークづくり

→ 情報交換と発信、地方拠点とのネットワーク

より多くの女性たちへ  創造的な組織づくり活動スタイルを

今後の活動へむけて、新たな取 り組み母体を準備中です。

仮称 :

◎

◎

◎
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国連女性差別撤廃委員会第 29会期
日本レポート審議 最終コメント(雇用に関する分野の抜粋)

(政府仮訳)

CEDAW/C/2003/ 11/ CRP.3/

2003勺三7月 18 日

原文 :英語 未編集版

女子差別撤廃委員会 第 29

締約国の報告審議報告案

Add.1/Rev.1

回会期 2003年 6 月 30日 -7月 18日

ラポル トゥール :ク リスティーヌ・カパラタ

日本 :第 4回・5回報告

1.委員会は、 日本の第 4回
8日 に開催 された第 617

I.締約国による冒頭報告

Ⅱ.委員会の最終 コメン ト

・ 5回報告  (CEDAW/ C/ JPN/4 and

回、618回会合において審議 した。

(省略)

(省略)

CEDAW/C/」 PN/5)を 2003角
「

7月

主要関心事項及び勧告

(間接差別)

21.委員会は、憲法が両性の平等を規定してはいるが、国内法に差別の明確な定義が含まれてい

ないことに懸念を表明する。

22.委員会は、条約の第 1条に沿つた、直接及び間接差別を含む、女性に対する差別の定義が国
内法にとりこまれることを勧告する。委員会は、また、条約についての、とりわけ間接差別の意

味と範囲についての、特に国会議員、司法関係者、法曹一般を対象とした、意識啓発のためのキ

ャンペーンを行 うことを勧告する。

(省略)

(雇用差別および職業と家族的責任との両立)

33.委員会は、主に職種の違いやコース別雇用管理制度に表われるような水平的・垂直的な雇用

分離から生じている男女間の賃金格差の存在、及び雇用機会均等法に関連する政府のガイ ドライ
ンにされている間接差別の慣行 と影響についての認識の不足に懸念を有する。委員会は、更に、
パー トタイム労働者や派遣労働者に占める女性の割合が高く、彼 らの賃金が一般労働者より低い

ことに懸念を有する。委員会は、主に女性が直面している個人・家庭生活と職業・公的な責任と
の調和における困難に深い懸念を有する。

34.委員会は、締約国が雇用機会均等法に関連するガイ ドラインを改正すること、労働市場にお

ける男女の事実上の機会均等の実現を促進する努力を特に条約第 4条 1に沿った暫定的特別措

置を用いて増すことを要請する。委員会は、特に教育、訓練、効果的な強制メカニズム、進捗状

況の体系的な監視を通じて、水平的・垂直的な職務分離を撤廃するための取組がなされることを

勧告する。委員会は、家族的責任 と職業上の責任の両立を可能にする施策が強化されること、家

庭内の仕事の男女間での平等な分担が促進されること、家庭や労働市場における女性の役割につ

いての固定観念に基づく期待が変わることが奨励されることを勧告する。

(以 下省略)
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仕事における差日」に関する初のグローバん・レr■i―ト

2003有■5月 12日  (月 ):発表 ILO/03/19

(ILO駐 日事務所メールマガジンNo.12よ り抜粋)

ILOは、1998年 に採択 した労働における基本的原則及び権利に関する宣言のフォローアップと

して、宣言が扱 う基本的原則及び権利の四つの分野について、毎年一つずつ順番に、総合的な報

告書を作成 し、討議のため総会に提出しています。このグローバル・レポー トの今年のテーマは、

雇用及び職業における差別の排除です。

「Time for Equality at Work(仕事における平等の時 。英語 )」 と題する報告書は、明白な差別

は少なくなつてきたものの、依然多くが職場の日常に残つており、その上、新しい、より巧妙な

形態をとる差別も現れ、懸念が広がっているとしています。

報告書が指摘する主な事項には、次のようなものがあります。

◎人種差別や、障害、HIV/エ イズ、年齢、性的嗜好などに基づく新 しい形態の差別など、差

別は依然、職場の共通の問題であること。

◎50年前より女性の収入は良くなっている場合が多いものの、まだガラスの天丼が昇進を阻み、

女性は一般に男性より低賃金であるといつたように、古くから認識 されてきた仕事における女

性差別のような差別でさえ、戦いの進展は一様でないこと。

◎被差別集団内の格差が拡大していること。

◎差別される人々は、しばしば家事手伝いや家内労働のようなインフォーマル経済における低賃

金の仕事に就かざるを得ないこと。

◎差別は強制労働や社会的ツト除を生み出し、貧困を継続 させてしまうこと。

◎公平な職場は労働者のモラールを、そして生産性、企業競争力を高めるといつたように、個人

も企業も社会全体も、仕事における差別がなくなればみんなが利益を得ること。

報告書の詳細は以下をご参照ください。

仕事における差日」 (diSCrimina■ on at work)

★差B」とは何が

雇用と職業における差別 とは、特定の人を、業績や職務の必要性とは無関係な、ある特徴に基

づき、区別 し不利に取り扱 うことをいいます。 ILOの 差別待遇 (雇用及び職業)条約 (第 111

号)では、差別 とは、「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身または社会的出身に

基づいて行われるすべての差別、除外または優先で、雇用または職業における機会及び待遇の平

等を無にするか、害する結果 となるもの」と規定します。この規定に含まれる7つの理由が本条

約の定める差別の共通基準ですが、加盟国は労使協議の上、独自に新 しい差別理由を追加するこ

とができ、その具体例としては、年齢、障害、HIV(エ イズウイルス)/エイズ、性的嗜好に

基づく差別などがあげられます。反組合的差別も、いまだ根強く広範に行われています。差別の

撤廃は、「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」にも含まれる ILOの中核的な目標で

す。

一方、生産性の違いに基づいた異なった取 り扱いや異なつた報酬は差別 とはなりません。技能、
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資格、能力の違いを反映し、特定の労働者、あるいは特定の職業が、他の労働者、職業よりも生

産的で、労働報酬の差につながることがありますが、これは公正かつ効率的なものといえます。

才能、知識、技能などといった個人の資質に基づく異なった取 り扱いは差別には当たりません。

特定の個人の特別のニーズに応えるための異なつた取り扱い、つまり、機会の平等を確保する

ための異なった取 り扱いも差別に当たりません。例えば、障害を有する労働者のための通路を確

保 したり、妊娠 した労働者を職場における危険から保護することは差別ではありません。過去ま

たは現在の差別により、不利な立場に置かれている人々を支援する措置についても同様です。

★どんな形態の差別があるのが

差別を受けている最大の集団は女性です。働 く女性は増えてきていますが、先進国でも女性管

理職の割合は 3割に達しないなど、依然多くの国で昇進を阻む 「ガラスの天丼」が存在し、男女

賃金格差がみられます。より低賃金の、より不安定な仕事には、女性が集中し、失業率もほとん

ど常に、女性の方が高くなっています。差別は、教育、報酬、職域分離など、採用時から解雇時

に至る、雇用のあらゆる段階で起こる可能性があります。男女が働く経済活動部門は異なり、同

じ職業集団内でも別々の位置を占める傾向があります。女性が雇用される職業の幅は狭く、パー

トタイマーや短期雇用で働く傾向があり (日 本や米国ではパー トタイマーの約 7割が女性 )、 昇進

やキャリア開発における障壁もみられます。輸出主導型工業開発は女性に多くの新しい職業への

道を開きましたが、賃金、職階、昇進の点で依然不平等が残 ります。一時は女性に平等な待遇 と

機会を開く窓として、喝采と共に迎えられた情報通信技術関連の新 しい分野の仕事でも職域分離

の存在を示す証拠があります。

人種差別もまだ残つています。チェコにいるロマ民族労働者の平均 7割は失業しているといつ

たように、影響を受けているのは、移民労働者、少数民族、先住民及び種族民、その他の弱者集

団です。地球規模の労働力移動の増大は移民労働者に加え、二世及び三世の移民労働者、外国生

まれの市民に対する人種差別の形態を大きく変え、こういつた労働者を外国人と (た とえそ うで

ない場合でも)認識することが、これらの人々に対する差別につながつています。今日の世界で

は、ある人種または民族が他より優れているとの古い理論はさすがに見られませんが、外国の「両

立 し得ない」文化が、国家のアイデンティティーの統一を乱すおそれがあるとの主張に姿を変え

ています。

世界全体でHIV感 染者・エイズ患者の数は約 4,200万人に達すると推計されます。こういっ

た人々に対する差別は、特に女性に対するものはますます懸念されるようになってきています。

これは採用拒否を招く可能性のある採用前検査の実施や外国人労働者の検査義務づけのように、

多くの形態をとり得ます。このほかの形態の差別には、医学的な証拠 。通知または意見聴取なし

の解雇、降格、健康保険給付の拒否、給与減額、いじめといったものがあります。

現在、世界人口の約 7～ 10%と される障害者数も、人口の高齢化と共に増える可能性がありま

す。障害者の大半が途上国に住み、その比率は都市部よりも農村部で高いように見えます。もつ

とも一般的な形態の差別は労働市場と教育訓練の双方における機会の否定です。障害者の失業率

は途上国の多くで 80%に達し、障害者はしばしば低賃金のつまらない低技能職に押し込められ、

社会保護はほとんどあるいは全く得られません。

この 10年、宗教に基づく差別が増えてきたように思われます。現下の国際政治情勢は宗教集

団相互の恐怖と差別の感情をあお り立て、社会を不安定にし、暴力を生む危険があります。宗教
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的な差別には、少数派宗教の信者に対する職場の同僚または上司の攻撃的な態度、宗教的慣習の

無視と敬意不足、宗教的な日や祭 日における労働の義務づけ、採用または昇進における偏 り、事

業免許の拒否、被服上の慣習に対する敬意の不足が含まれます。

年齢に基づく差別に対する懸念も高まってきています。2050年までに、先進国の人口の 33%、

途上国の 19%が 60歳以上になりますが、その大半が女性です。差別は、採用年齢制限のような

公然としたものから、キャリアの可能性が低いとか、経験がありすぎるからといつた理由による

採用拒否など、より巧妙なものまであります。その他の形態の差別には、訓練受講機会の制限、

実質的に退職を強いる労働条件 といったものがあげられます。年齢差別は退職が近い労働者に対

するものに限られません。

多くの人が 「複数の差別」を受けています。例えば、先住民及び種族民は最貧困層に属し、こ

の集団の中の女性はさらにいつそう深刻な影響を受けています。こういつた人々が直面する不利

の度合いまたは深刻度は、個人的な特性がどれだけ差別を生み、それがどのように相互に関連し

ているかによつて左右されます。例えば、ある人が差別を生む複数の特徴を備える場合もありま

す。様々な形態の差別を被る人々は、貧困層、特に慢性的貧困層の中の大きな割合を占め、イン

フォーマル経済にも多く見られる傾向があります。

★なぜ差日」をな<すべきが

人間の発達と尊厳は仕事における差別の撤廃に左右されます。これは基本的な権利であり、個

人、企業、社会全般それぞれにとつて利益になることです。差別の撤廃は、個人が自由に職業を

選択し、能力と技能を高め、個人の資質に応 じた報酬を受け取るために不可欠です。差別は、労

働市場において不平等と不当な不利益を生 じさせます。

職場における公正と正義は、労働者の自尊心、意欲、向上心を高めます。より生産的で忠誠心

の高い労働力と、効率的な人的資源、管理 との組み合わせは、企業自体の生産性と競争力を高め

ます。反対に、差別はス トレスを生み、労働意欲と向上心を削ぎ、自尊心を傷つけ、偏見の増進

につながります。社会的緊張と紛争のリスクも、社会を構成するグループの間で機会がより平等

に配分されている場合には、縮小されます。

長期的な差別 と排除は貧困、そして社会分裂を引き起こし、経済成長を妨げます。 例えばア

パル トヘイ ト時代の南アフリカでは、製造業における技能労働者が不足 し、 経済成長の鈍化を

招きました。教育制度は、国民の大多数が高いポス トヘの競争力をもたない状況を引き起こし、

技能不足をよリー層深刻化させました。職場における差別を廃止することは、他での差別をなく

すことに向けての戦略的な一歩であり、より平等で民主的な労働市場と社会を構築し、紛争を減

らすことに貢献 します。

逆に、多様性は企業の競争力を高めます。年齢、性別、宗教、障害などの、社会における多様

性を反映する労働力は、多様な顧客のニーズを理解するのにより適しているといえます。生産資

源と教育が男女間でより平等に配分されれば、より高い生産性と成長力を招くでしょう。

★ :LOを中′じとする差日」問題への国際的な取り組み

◎1919 第二次世界大戦終結後、パリ平和会議によつて設置された国際労働法制委員会で IL
O憲章を起草。憲章は、世界の永続する平和は、社会正義を基礎とする場合においてのみ確立

できることを認め、人々が自由かつ公正に、自己が貢献 した繁栄の分け前を享受できるように
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することを目的とします。

◎1930 1920年代に植民地統治国が先住民に労働を強要 し続けていたことに対応 し、ILOは
強制労働条約(第 29号)を採択。明白な奴隷制度、奴隷売買は 1880年代から既に違法とされて

いたにも関わらず、このような行為は 1920年代でもまだ広範に行われていました。

◎1944 1LOは フィラデルフィア宣言によって、憲章の範囲を拡大。労働条件の向上のみな

らず、戦後経済におけるより公正な成長の促進、そして人間の尊厳、安全、機会の平等を尊重

する完全雇用の拡大を含むようになりました。

◎1945 国際的平和と安全を維持すること、国家間の友好的な関係を発展させること、及び社

会の進歩 とより良い生活条件の確保、そして人権の促進を目的として、国際連合を設立。IL
Oは国連の専門機関になっています。

◎1946 1LOは世界中の先住民族の生活や労働状況を調査するための専門家委員会を任命。

この調査は 1954年の複数機関による計画開始への道を開きました。

◎1948 国連総会は世界人権宣言を採択 。公布。

◎1949 1LOは移民労働者に関する問題を取り上げ、移民労働者 (改正)条約(第 97号 )を採

択。その中で特に差別に対する保護が規定され、ILOが絶えず弱者の権利の保護に関心を抱

いていることが確認されました。

◎1951 1LOは 同一報酬条約(第 100号)を採択。平等の促進と、労働における差別の撤廃を

特に目的とした ILO条約は二つありますが、これがその一つ目です。男女が異なった分野で

の経済活動を選択する傾向にあることに配慮し、同一労働同一賃金原則では不十分だというこ

とを認識 した上で、男女平等に関し、進歩的な見解をとり、同一価値労働同一賃金を規定して

います。

◎1955 1LOは職業リハビリテーション (障害者)勧告(第 99号)を採択。障害者の職業訓練

へのアクセス、職業紹介事業等、幅広い分野をカバーするものです。

◎1957 1LOは 強制労働廃止条約 (第 105号)を採択 し、強制労働 と人種、社会的身分、宗

教を理由とした差別との関連性を明確にしました。この年には、先住民・種族民条約(第 107

号)も採択(1989年に改正)。

◎1958 1LOは差別待遇 (雇用及び職業)条約(第 111号 )を採択 し、全ての労働者を人種、肌

の色、性別、宗教、信条、国家的出身および社会的身分に基づく差別から保護することになり

ました。加盟国は、労使団体との協議の上、差別を行ってはいけない新たな理由を追加できま

す。

◎1964 1LOは雇用政策条約(第 122号)を採択。差別のない雇用のための政策の枠組みを提

供し、貧困と差別は同時に取 り組むことができることを示しています。基礎となるのは、いか

なる社会でも、そのいかなる構成員の才能と能力も無駄にする余裕などないという考えです。

条約は、特に近年に植民地支配から解放 された国々において、貧困の問題がますます懸念され

ていることを表わすものです。

◎1965 国連はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約を採択。

◎1975 1LOは再び、自国の外にいる労働者の直面する困難に注目し、移民労働者(補足規定)

条約(第 143号)を採択。総会はまた、女性労働者の機会と待遇における平等に関する宣言も採

択しました。

◎1979 国連は女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を採択。
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◎1980 1LOは 高齢労働者の問題 を特に扱 った初の ILO文 書として、高齢労働者勧告 (第

162

号)を採択。 この勧告は、それまでの勧告、条約等に含まれ る高齢者に関する言及を基礎 とし

ています。

◎1983 1LOは職業リハビリテーション及び雇用 (障害者)条約(第 159号)及び付随する

同勧告 (第 168号)を採択し、障害をもつ人々が労働市場において受ける大きな不利益に世

間の目を向けさせました。

◎1989 1LOは 国連システム全体の参加のもと、1957年の条約を基礎に、先住民及び種族民

条約(第 169号 )を採択。これ らは、現在でも、先住民及び種族民の権利を直接扱った唯一の国

際基準となつています。

◎1990 すべての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国連条約が採択され、2003年 に

発効しました。

◎1993 国連世界人権会議が、人権の観点からの開発に焦点を当て、世界でもこのようなアプ

ローチに対する理解とコミットメン トが高まりました。国連総会は、新たに国連人権高等弁務

官というポス トを創設 しました。

◎1995 コペンハーゲンで開かれた国連社会開発サミットで、四つの分野における権利が基本

的権利であることが宣言されましたが、その中には、雇用 と職業における差別からの自由も含

まれます。これは、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言採択への道を開きま

した。また、北京で開かれた国連の第四回世界女性会議では、男女平等はそれ自体が開発にお

ける目的であることが主張され、政治宣言及び行動網領が採択されました。

◎1998 雇用と職業における差別からの自由を含めた四つの分野の権利をカバーする、労働に

おける基本的原則及び権利に関する ILO宣言が採択されました。ILO加盟国は、当該条約

を批准 していなくてもその原則を守ることを約束するものです。

◎2000 ミレニアム開発目標が国連総会で採択され、貧困の削減が目標 とされました。この中

で、非農業部門の賃金雇用において女性が占める割合が一つの指標 とされました。

◎2001 人種主義、人種差別、外国人排斥およびそれに関連する世界会議が、ダーバン (南ア

フリカ)で開かれました。宣言及び行動計画が採択され、働 く世界において差別をなくすこと

の必要性が強調されました。この年、ILOは、HIV感 染者及びエイズ患者の基本的権利の

保護、及び感染予防を目指した 「HIV/エ イズと働く世界に関する ILO行動規範」(日 本

語訳あり)、 採用、雇用、昇進、仕事への定着、及び職場復帰に関し、障害をもつ労働者の問

題の管理についてア ドバイスを提供することを目指した「職場において障害をマネジメン トす

るための実践綱領」(日 本語訳あり)を 作成 しました。

★差別はどうすればなくせるが

職場は差別と戦 う戦略的な入 り口です。職場が様々な特徴を持った人々を一緒にし、公平に扱

うならば、社会全体におけるステレオタイプをなくすことができます。

差別をなくすには、差別を禁止 し、平等を促進する法律が不可欠ですが、法律のみでは不十分

です。仕事における差別は、これを禁止するだけでは廃止できません。有効な 実施制度、ポジテ

ィブ 。アクション、偏見のない教育、職業訓練及び職業紹介サービス、そして進歩の状況を評価

する統計データも必要です。このような政策と法制度の組み合わせは、あらゆる形の差別を廃止
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するのに不可欠です。

仕事における平等の達成に関し、「すべてに通用する」解決策というものはありません。問題は

国によって、集団によって違います。平等を阻止する要素は、公式なものも、非公式なものも共

に廃絶する必要があります。平等を促進する措置は、文化、言語、家族の事情、識字力や基礎計

算能力などにおける多様性に配慮しなければなりません。農 業労働者や中小企業のオーナー、特

に支配層でない女性や少数民族にとつては、土地、職業訓練、技術、資本への平等なアクセスが

カギになります。一般社会への広範な啓蒙活動も必要かもしれません。この、常に変化 し続ける

現象と戦 うためのもう一つの有効な手段は、労使団体とその代表性の強化です。

仕事における差別の撤廃はみんなの責任です。国家は差別的慣行を禁止 し、仕事に関わる平等

な機会を推進する健全な法制度及び政策を整備する義務があります。労使団体は、個々にそして

協力して、職場における差別的慣行を確定し、それをなくさなくてはなりません。最も重要なこ

ととして、働いている場所にかかわらず、差別されている労働者及び使用者の声が聞かれる必要

があります。

このような努力はすでに世界的にみられます。例えば、カース ト制がある多民族国家イン ドで

は、選挙議席や政府及び教育機関における一定職員数を特定カース ト及び特定民族に割 り当てる

アファーマティブ・アクションが取られています。 ILOの 米州間職業訓練 。調査資料センター

(CINTERFOR)は 、米州開発銀行の支援を受けて、アルゼンチン、ボリビア、コスタリ

カの低所得女性を対象とした技術・職業訓練強化計画を実施 しています。エス トニアではロビー

集団の圧力などを通じて年齢差別を受けている高齢女性の雇用拡大を図る計画が進められていま

す。さらに、加盟組織への団体交渉指針提示を通 じて労働組合自ら男女平等を推進している韓国、

10年余りにわたり、使用者団体が女性の小企業開発を支援する活動を実施 してきたパキスタンと

いつたように、労使団体による活動の例もあります。国連グローバル・ コンパクトの枠内でも、

職場における多様性に関する良しν慣行を強調 し、推進することを目的とするイニシアチブがフォ

ー ドなど企業の主導で進められています。

ILOは政府、労使団体と協力し、この基本的な原則と権利を推進 しています。差別の撤廃は

社会正義と貧困削減達成に向けた貴重な一歩になりますが、このいずれもが ILOの関心事項の

中核にあります。 ILOは 第 111号条約を初め、差別を扱 う条約の形態で、法的枠組みを開発 し

ています。

今年 6月 に開かれるILO総会では、1998年 に採択された「労働における基本的原則及び権利

に関する ILO宣言」をフォローアップするグローバル・ レポー トをもとに、仕事における平等

の問題を討議 します。この討議を受けて、11月 の理事会では、この分野の技術協力について議論

が行われることになります。グローバル・ レポー トでは、知識の強化、啓発活動、協力活動の展

開を中心とした ILOの差別撤廃活動を提案 しています。
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関す る法律の一部 を改正す る法律案要綱 (試案 )

(パー トタイム労働法)            パー ト議連 2003年 3月 25日 発表

第一 題名

題名を「短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改めるものとする

こと。

第二 目的

この法律は、短時間労働者等について、通常の労働者との均等な待遇の確保を図り、並びに適正な労

働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置を講ずるとと

もに、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講じ、もつてその福祉の増進を図ることを目的とす

るものとすること。

第二 定義

この法律において「短時間労働者等」とは、短時間労働者その他の同一の事業所に雇用される通常の

労働者以外の労働者をいうものとすること。

第四 対象者の拡大

この法律が適用される対象者を短時間労働者等に拡大するものとすること。

第五 短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等
一 均等待遇

事業主は賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者が短時

間労働者等であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。
二 通常の労働者への応募機会の付与等

1 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間

労働者等であつて通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、これに応募する機会を

優先的に与えなければ成らないものとすること。

2 事業主は、通常の労働者について、子の養育、家族の介護、その職業能力の開発その他の厚生労

働省令で定める事由のために、当該労働者の申出に係る期間、短時間労働者として雇用するための措

置を講ずるように努めなければならないものとすること。
一  1旨金十

1 厚生労働大臣は、原稿の指針に定めるべき事項に加え、一及び二の事項に関し、事業者事業主が

適切に対処するために必要な指針を定めるものとすること。

2 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなけれ

ばならないものとすること。

3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとするこ

と。

四 報告の徴収及び公表

1 厚生労働大臣は、短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保又は短時間労働者等の雇

用管理の改善を図るため必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導

若しくは勧告をすることができるものとすること。

2 厚生労働大臣は、一または二の 1に違反している事業主に対し、1による勧告をした場合におい

て、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとするこ

と。

五 苦情の自主的解決

事業主は、苦情処理機関 (略)を設ける等短時間労働者等から申出を受けた苦情の自主的な解決を

図るために必要な措置を講 じるように努めなければならないものとすること。

第六 国の物品及び役務の調達に係る入札及び契約のあり方の検討

政府は、短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保に資すため、国の物品及び役務の調

達に係る入札および契約の在 り方について、事業主による第五の一の遵守が確保される観点から検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

第七 施行期日等  (略 )
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住 友 電 工 男 セ 差 ■u霧宇J大 阪 高 霧 で 勝 利 和 解

画 期 的 な 内 容 で 差 ■uこ闘 う な 性 た ち に 大 き な フ レ ゼ ン トに

1月 5日 発表された住友電工男女差別裁判大阪高裁和解の内容はマスコミにも大きく取り上げ

られました。原告や弁護団が和解受諾の決意をしたきつかけともなつた裁判長和解勧告は本当に

差別と闘う女性たちの願いを受け止めたものといえます。和解勧告と和解内容を紹介 します。

裁 判 長  和 解 勧 告

国際社会においては、国際連合を中心として、男女平等の実現に向けた取組みが着実に進めら

れており、女性がその性により差別されることなく、その才能及び能力を自己の充足と社会全体

のために発展させ、男性と女性が共に力を合わせて社会を発展させていける社会こそが真に求め

られている平等社会であることは、既に世界の共通認識となつているとい うべきである。

日本国憲法は、個人の尊厳 と法の下の平等を宣言してお り、わが国においても、国際的潮流と

連動しつつ、その精神を社会に定着させるため、女性差別撤廃条約の批准 (昭和 60年 )、 男女共同

参画社会基本法の制定(平成 11年)な ど、着実な取組みが進められているが、他方、一部に根強く

残つている性的役割分担意識等が、男女間の平等を達成するための大きな障害となつている現実

もある。

就業の場面においては、昭和 60年に制定された 「雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律」(旧均等法)が 平成 9年に改正され(平成 11年 4月 施行、改正均等法)、

事業主は、労働者の募集及び採用について女性に対し男性 と均等な機会を与えなければならず、

配置、昇進等においても差別的取扱いが禁止されるに至っている。

このような改革は、男女差別の根絶を目指す運動の中で一歩一歩前進 してきたものであり、す

べての女性がその成果を享受する権利を有するものであつて、過去の社会意識を前提 とする差別

の残滓を容認することは社会の進歩に背を向ける結果となることに留意 されなければならない。

そ して現在においては、直接的な差別のみならず、間接的な差別に対 しても十分な配慮が求めら

れている。

当裁判所は、上記事件について、審理の結果を踏まえ、かつ、上述 したとおり、男女差別の撤

廃に向けた国際的な取組みと、男女共同参画社会基本法が制定され、その実現に向けて、社会の

隅々における取組みが進められている今日のわが国の状況を考慮し、本件紛争が早期に、かつ、

前向きに解決されることを期待 して、別紙和解条項をもつて、当事者双方が和解することを勧告

する。

平成 15年 12月 24日  大阪高等裁判所第 14民事部

裁判長 井垣敏生 裁判官 高山浩平、神山隆一
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禾日角峯フЧえ案

1

(1)被控訴人住友電気工業株式会社(以 下 「被控訴人会社」という。)は 、これまでにも職種・職分

制度について種々の改正を加えてきているが、改正均等法が、女性労働者についても、男性労働

者 と同様に、その意欲、能力、適性や成果等に応 じて均等な処遇をすることを義務付けている趣

旨に沿い、また厚生労働省雇用均等・児童家庭局が制定 した 「コース等で区分 した雇用管理につ

いての留意事項」において、コース等で区分した雇用管理が実質的に性別による雇用管理になる

おそれがあることから、コース等で区分した雇用管理を行なう必要性や処遇の違いの合理性につ

いて十分に検討することが肝要であると指摘されていることに留意 し、労使協議を踏まえ、引き

続き必要な取組みを続けていくものとする。

(2)被控訴人会社は、控訴人西村かつみを平成 16年 1月 16日 付けで主席に昇格させる。

(3)被控訴人会社は、控訴人白藤栄子を平成 16年 1月 16日 付けで主査に昇格させる。

(4)被控訴人会社は、控訴人ら各自に対し、本件解決金として、それぞれ 500万 円の支払義務が

あることを認め、これを平成 16年 1月 9日 限り、控訴人ら代理人官地光子の指定口座に振 り込

む方法で支払 う。

(5)控訴人らは、被控訴人会社に対するその余の請求を放棄する。

(6)控訴人らと被控訴人会社は、控訴人らと被控訴人会社との間において、本件に関し、本和解条

項に定める以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

2

(1)厚生労働大臣は、男女共同参画基本法に基づく基本計画において、「雇用の分野における男女

の均等な機会と待遇の確保対策の推進」について、均等法の改正により、平成 11年 4月 から、

募集 。採用、配置・昇進を含む雇用管理のすべての段階における女性に対する差別が禁止された

ことを踏まえ、積極的な行政指導により改正均等法の履行確保を図ること、また、実質的な男女

の均等確保を実現 し、女性の能力を最大限に活かすためには、制度上の男女均等が確保されるだ

けでなく、事実上生じている男女労働者間の格差を解消するための企業の積極的取組みが不可欠

であることから、企業に対する促成施策を積極的に展開することを施策の基本方向として提示 し、

更にコース等で区分した雇用管理に関しても、上記留意事項の周知徹底を図るとともに、適正な

運用に向けた的確な指導等を行なうことを目指 しているところである。 したがつて、厚生労働大

臣は、雇用管理区分が異なる場合であっても、それが実質的に性別による雇用管理となっていな

いかについても十分な注意を払い、これらの施策を更に推進するとともに、改正均等法が、機会

均等調停委員会による調停について、事業主の同意要件を削除した趣旨にもかんがみ、同調停の

積極的かつ適正な運用に努めるものとする。
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（育
児
休
業
期
間
）

第
九
条

　

（略
）

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
育
児
休

業
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
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ず
、
当
該
事
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が
生
じ
た
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二
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掲
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じ
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つ
て
は
、
そ
の
前
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）
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終
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す
る
。

一
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一
一　
育
児
休
業
終
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予
定
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と
さ
れ
た
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前
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ま
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育
児
休
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出
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係
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司
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司
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）
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申
出
）

第
十

一
条
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そ
の
事
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主
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申
し
出
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こ
と
に
よ
り
、
介
護
休
業

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
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定
め
て
雇
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れ
る
者
に
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つ

「

『

洲

硼

倒

剰
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ｕ

劉
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∃
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日
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司

ヨ

ヨ

州

コ

調

糊

（子
の
看
護
休
暇
の
申
出
）

「

コ

刻

り

「

ノ‐、
‐

引

塑

劉

州

引

倒

目

引

ｇ

ａ

ｄ

引

馴

罰

引

劃

例

「

『

冽

司
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取
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∃
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司
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育
児
介
護
休
業
法
　
改
正
案

（抜
粋
）

（定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

育
児
休
業
　
労
働
者

（日
々
雇
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、

次
章
洲
引
剣
コ
判
劇
爛
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第
二
十

一
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Ｊ
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。
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す
る
た
め
に
す
る
休
業
を
い
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～
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）
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申
出
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ｌ
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す
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、
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す
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児
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し
な
い
。
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て ! 私の働き方
「週 30時間、時給 1620円。

教育や昇進のチャンス樹まLい」

03年秋、パー ト・アルバイ ト・非常勤・契約社員など非正社員として首都圏在住在勤で

働 く女性たちに均等待遇アンケー トを行ないました。タイ トルにあるように、正社員より

「時間的余裕をもつて働きたい」、賃金はせめて「時給 1620円」ほしいとい うささやかな

結果が出ました。現実は年収 103万円以下が半数で、200万円を超えるのは極めて難 しく、

生活するためにダブルジョブの人が 7%、 週体すらとれずに働いていました。シフ ト制で

時間も曜 日もバラバラ、契約期間も細切れという実態です。

インタビューもあります。

生の声を聞いてください !

頒価 500円 送料 210円

*申し辺ジいは、fax 03-3910-2066

(支払いは同封の郵便振替で)

ひらく情 ぢ

～パ■卜・瀬濃a曜闘胸ら～
2004/V‖S/fF)- 231む

派遣で働いていたが妊娠がわかった途端に契約を切 られたとい う女性。年齢のせいで正社員になれず

正社員と同じ時間、同じ仕事をしてフルタイム・パー トと呼ばれている女性。スーパーではパー トがす

でに基幹労働力化 しているため、パー トで十分と正社員の大 リス トラを強行。労働条件が悪くて誇 りを

持って働 くことができない介護労働者。賃下げの時だけ「均等待遇」だなんて許せないと怒る公務非常

勤職員。たくさんの女性たちが行動を起こし始めています。    さあ、あなたも勇気をもつて !

企画・著作 :均等待遇アクション2003

協賛 :CAWネ ットロジャパン

制作 :ビデオ塾

価格 :3,000円 (団体価格 10,000円 )

美E黎各先 : FAX :04… 2949-5231  E―mail :cawnetOjapan.email.ne.J

※アンケート調査、ビデオ制作のいずれも、東京ウィメンズプラザ民間活動助成対象事業です。
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均等待遇アクション2003事務局

連絡先・豊島区北大塚 3-20-17 赤かぶ内

丁e103-3940-6359 Fax03-3910-2066

発行日2004年 3月 25日

頒価 5∞ 円     ｀

東京ウィメンズプラザ民間活動助成対象事業
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